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［歴史的修正主義研究会による解題］ 

ホロコースト物語は、物的証拠、文書資料的証拠ではなく、信憑性に疑いのある「目撃証言」

や「自白」によって組みたてられている。この「目撃証言」や「自白」が登場したのは、ニュルン

ベルク裁判以降のさまざまな戦争犯罪裁判であるが、修正主義者ケーラー（ゲルマール・ルド

ルフ）は、1960年代以降に西ドイツで開かれたNSG（民族社会主義者暴力）裁判のおかれてい

た諸状況を丹念に分析して、この裁判が中世の魔女裁判と同じものであることを明らかにし、

そのような魔女裁判のなかで登場した「目撃証言」や「自白」にはホロコーストの証拠のとして

価値はないと結論している。論集『ホロコーストの解剖』の論文。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

「ユダヤ人が殺戮されたということを疑いの余地なく確立させようとす

る意図こそがその存在理由であった法廷において、ドイツがユダヤ人

を情け容赦なく大量殺戮したことを否定するのは、1946 年の被告にと

って、中世の異端裁判の被告と同じように致命的なものであった。審

問官の前の異端者にとっては、三位一体とイエスの神性の実在を否

定することは、どのような罪であれ、有罪を宣告され、地獄に落とされ

ることを意味したからである。」1 
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 1. 序文 

 ホロコーストに関する論争のなかで、もっとも一般的な議論は、民族社会主義者の

大量絶滅を証拠づける多くの目撃証言がある、とくに、加害者であるSS隊員の多くの

自白こそが第三帝国ではユダヤ人の意図的な絶滅計画の実在を示す反駁できない

証拠である、というものである。2 そして、たとえ、文書的証拠、物的証拠が欠けてい

ても、事の本質には関係ないというのである。3 

 第一に、物的証拠がまったく存在しないというのは不正確である。本書にはそのよう

な物的証拠の概要が収録されているが、それはことごとく、目撃証言や、それに応じ

て法廷や学会が主張してきたものとしてのホロコーストの特定局面の反証となってい

る。司法制度や定説派の学者たちはこのような物的証拠を無視している。しかし、目

撃証言をどのように評価したらよいのかという問題が残っている。 

 重要なことであるが、客観的な歴史家も法律家も、ある人物がまったくの真実として

回想していることすべてを無批判的に受けいれるべきではなく、このような話の価値

をまず定めるべきである。最初の手段は、目撃証言をさまざまな証拠のヒエラルヒー

のなかに適切に組み込むことである。ついで、個々人の証言がどのようにして登場し

たのかを考慮しなくてはならない。たとえば、目撃者とその証言に影響を与えたかもし

れない諸要素を考察しなくてはならない。 

  ホロコーストに関する目撃証言の大半は、予備審問や法廷でなされたものである

ので、最初に、法廷での目撃証言の価値を検証しておこう。 

 

2. 一般的な目撃証言の価値 

  学会ならびに法の支配の下での司法制度においては、証拠的な価値に対応する

証拠のヒエラルヒーがある。このヒエラルヒーでは、物理的、文書資料的証拠は目撃

証言よりも価値が高い。4 つまり、人間の記憶は不完全であり、容易に影響を受けや

すいので、学会も司法制度も目撃証言を信用度の低い証拠とみなしている。5 ベンダ

ーによると、信用度が低いために、目撃証言は状況証拠、換言すると、間接的な証拠

として扱われている。6 

  法廷では、目撃証言はどのような基準で採用されるのか。7 

 

  1. 証人は信用できる人物でなくてはならない。 

  人間的な成熟度に問題がなければ、次のような点が信用度を決定する基準であ

る。 

a. 情緒的関与。証人が事件に情緒的にかなり関与しているとすると、これによっ
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て、意識的ではないとしても、証言は特定の方向に傾いてしまう。 

b. 誠実さ。証人が真実にあまり関心がなければ、それは彼の信憑性に疑問を生

じる。 

c. 強制のもとでの証言。証人が直接・間接の圧力にさらされていれば、証言の率

直さには限界が生じる。 

d. 第三者の影響。個人の記憶は影響を受けやすい。知人の話やメディアの話し

は、容易に「個人の経験」と交じり合ってしまう。したがって、証人が証言以前に裁

判内容についての一方的な影響のもとにさらされていれば、彼の証言はこれらの

印象を反映したものになるであろう。 

e. 事件からの時間的距離。良く知られていることだが、目撃証言の信用度は事

件から数日後にはすでに低くなってしまう。数ヶ月後には、外から影響を受けたり、

その後受けた印象で細部が変化してしまうこともあるので、証拠としての価値は非

常に低くなってしまう。8 

   

  2. 証言が信用できるものでなくてはならない。 

a. 内的な一貫性。証言には矛盾がなく、論理的な一貫性がなくてはならない。 

b. 歴史的文脈の正確さ。証言はより信用度の高い証拠（資料、物的証拠）が確

定した歴史的文脈と一致していなくてはならない。 

c. 技術的科学的リアリティー。証言は、自然の法則、当時の技術的可能性に合

致して、事件を物語っていなくてはならない。 

   

  2 番目の基準は簡単に検証することができるが、1 番目の基準は検証することが困

難か不可能であることがあり、検証にはかなりの努力を必要とする。さらに、証人は

事件を様々に、すなわち主観的個人的観点から経験していることに留意しなくてはな

らない。証人はその肉体的、心理的な環境に応じて、事件を様々にとらえている。証

人は自分の能力その他に応じて、きわめて主観的なやり方で自分の経験をとらえて

いるのである。たとえ、二人の証人が完全に公平で信用でき、その証言が信用できる

ものであっても、同じことを証言しているとは限らない。9 

  法廷で対立している双方の証言――すなわち、検事側と弁護側の証言――はとく

に、批判的に検証しなくてはならない。双方とも他方を有罪とし、自分を免責すること

に利害を持っているからである。10 しかし、公平な証人が客観的真理からはるかに

遠い位置にいることもあり、（このことが数世紀間にわたってよく知られてきたにもか

かわらず）現行の法廷でさえも目撃証言に不相応なほどの価値を与えてしまっている

という事実は、信頼すべき研究文献から厳しい批判を被ってきたし11、大きな誤審をし

ばしば生み出してきたのである。 

  司法的な観点からすると、自白――法廷の外部と内部での――は状況証拠と考え
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られるべきである。過去の経験からすると、自白の大半が虚偽だからである。虚偽の

自白は、 

・ 第三者をかばうため 

・ 犯罪のライムライトを浴びるため 

・ 厳しい尋問を中断させるため 

・ 後悔を示すことで罪を軽減させるため 

・ 心理的な混乱などのためになされてきた。 

 

  不幸なことに、ドイツ連邦共和国でも、虚偽の自白のために幾度となく、誤審が行

なわれた。12 同じことが、かならずしも真実である必要のない自己処罰的な証言にも

あてはまる。それゆえ、その他の面では知識の豊富なベンダーが自己処罰的な証人

を一般的に信用できると分類しているのは驚くべきことである。13 

 

3. ホロコースト研究での証拠の形式 

3.1. 物的・文書資料的証拠 

  正統派のホロコースト研究では、物的証拠は実際にはほとんど存在していない。 

 

・ 一つの大量埋葬地も今日まで、探されたことも、発見されたことも、これと関

係する施設が発掘・検証されたこともない。14 

・ 非常に多く存在したとされている焼却現場のどれ一つとして、捜索・発掘・検

証されたことはない。 

・ 国際委員会あるいは法の下での司直の手で、凶器とされているものが探さ

れ、発見され、法医学的に検証されたことはない。 

 

だから、リュッケルルが物的証拠なしですまそうとし、文書資料の信憑性と信頼性

を裏付ける物的証拠なしで、文書資料的証拠が最良で最重要な証拠であると述べて

いるのは驚くべきことではない。15 

  一方、それとは逆に、修正主義者だけが、本書の他の論文が示しているように、物

的証拠を提示してきた。 

  定説派の歴史家たちは、｢ホロコーストを証明している｣とされた資料が偽造された

ものかもしれない、不適切なものかもしれない、誤読されているのかもしれないという

異議申し立てが出現すると、それに対して攻撃的に反応する。これも驚くべきことであ

ろう。今日の現代史家は、物的資料が問題とされる場所では文書資料を偏愛するの

であるが、詳細な資料批判を激しく敵視している。16 結局、資料批判とは、専門家に
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よる文書資料の評価以上でも以下でもない。言い換えると、それは資料の真実性、正

確さに関する物的証拠の補足なのである。 

 

3.2. ホロコーストの正統的な見解での目撃証拠。 

3.2.1. メディア証言は歴史学的証拠であるのか？ 

  ホロコーストに関する証言や話の一部は、文書声明、最近ではラジオやテレビ番組

というかたちで登場する。この場合、2 番目の条件のもとでこれらの話を評価すること

は容易であるが、もっと詳しいことを聞き出したり、証人の信用度を検証したり、証言

の信頼性を検証したりするために、たとえば、交差尋問のようなかたちで、証人と個

人的に話をすることは通常はできない。さまざまなメディアに登場した証言に対する批

判は数も多く、広範囲である。17 さらに、包括的な著作も現在書かれている。18 しか

し、これらの証人は、交差尋問になってしまうような批評家からの質問を通常は避け

ている。19 そして、ラジオとテレビは新しい証人を定期的に供給しながら、彼らには批

判的な質問は決して行なわず、証人の住所や人物の素性さえも秘密にしておくことに

よって、問題に関心を持つ研究者や法律家が彼らに接触することを防いでいる。しか

し、これらの文書上そして映像上の証人は、彼らの証言が批判的な検証にたえること

ができたときに始めて、本当の価値を持ちうるのである。この本の次の章で、ロベー

ル・フォーリソンがこの種の証人を批判的に検証する論文を書いている。だから、ここ

では、法廷での証言に焦点を当てることとする。 

 

 3.2.2. 法廷証言は歴史学的証拠であるのか？ 

  法廷は証人と証言に対して(少なくとも理論的には）非常に批判的姿勢をとっている

が、それは多くの法律家によって何世紀もかかって獲得された人間性に関する理解

にもとづいている。そして、科学的な真理を追究するにあたって使われる方法が、法

廷で使われている方法と異なっていたとしても、それは歴史家にとっても有益な指針

となるべきである。たとえば、法廷は何が真実で、何が虚偽であるか絶対的な結論に

到達しなくてはならず、限定された時間のなかでそうしなくてはならないが、科学者は

最終的な判決をかならずしも速やかにだす必要はない。法廷では、法廷の審理と人

間の運命が密接に関連しているので、感情が判決に影響を与えることが多いが、こ

の影響は学術研究では通常はあまり大きくない。 

  ホロコーストという物語の建物の多くが、証人の証言と自白に依存している。次にこ

れを検討するにあたって、念頭においておかなくてはならないのは、多くの場合、これ

らの証言は裁判の過程で、法廷や大衆の前で誰かを有罪にしたり、無罪にしたりする

目的でなされたことである。事実、法廷の外で、まったく感情の支配とは無縁に行な

われた証言は一つもない。事件自体と感情が結びついていることが多い。だから、証
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言と自白の真実性は専門家によって法廷で注意深く検証されなくてはならないのであ

る。「NSG 裁判」20ではこのようなことは行なわれなかった。そして、さらに、このような

証言が、感情に支配されていない報告が述べている真実にどの程度接近しているか

に応じて、学問の大義にどの程度役に立っているかを問わなくてはならない。証言や

判決が法の支配の下で厳格に実行された裁判の結果であったとしても、法廷での目

撃証言や判決を使って、「歴史を書く」ことは問題の多いやり方である。「歴史を書い

て」いる人が、証言が信用性に欠けると法廷で退けられていても、その目撃証言を証

拠とみなそうとしている場合には、その｢歴史｣はますます疑わしい。21 

  このようにして、歴史学は、一方では、疑問の余地がある証言に依拠しなくてはな

らないと同時に、他方では、それらの証言を検証しなくてはならないというディレンマ

に直面している。さらにもっと重要なことは、歴史学がこれらの証言が生まれた環境を

検証しなくてはならないことである。これらの証言の価値は、法廷審理が公平に進行

したかという点だけではなく、メディアや世論が証人や被告をどのように扱ったかとい

う点にも依存しているからである。 

 

3.2.3. ホロコーストについての証言の価値に関する専門家の見解 

 人類の歴史の中で、ホロコーストほど感情的に、一方的に扱われている事件はない。

ホロコーストは西側文明の重大なタブーであり、それに疑問を呈することは、西側民

主主義国では、異端として扱われ、投獄されてしまうのである。 

 1991 年、目撃証人の評価専門家エリザベス・ロフトゥス教授は、このような状況を念

頭におきながら、多くのさまざまな理由から、実際の（あるいはそのように言われてい

るにすぎない）民族社会主義者の虐殺行為に関する証言が、非常に情緒的な雰囲気

のもとでなされたものであり、もっとも信頼できないものであると指摘している。彼女は

次のように詳細に説明している。 

 

a. 第二次大戦後かなりの時間がたっており、記憶があいまいにならざるをえな

い。 

b. いわゆる民族社会主義者の犯罪人裁判では、開廷以前にその中身が広まっ

ており、証人たちは裁判以前に、被告の素性、告訴されている犯罪内容を知

ってしまっている。 

c. 検事は、証人が被告を犯人として知っているかどうかというような誘導尋問を

証人に行なっている。証人が、不特定多数の人々のあいだから、被告を識別

できるかどうかほとんど試されたことがない。 

d. 証人は自分たちのあいだですでに被告の識別について話し合っており、この

ために、続く証人の「識別」が容易となってしまった。 

e. 被告の写真が繰り返し展示されたために、証人は被告の顔をよく知るように
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なっており、「識別」が「確かなもの」となってしまった。 

f. 証人の識別した被告は民族社会主義者の道具以上のもの、すなわち、囚人

たちを拷問し、怪我を負わせ、大量に殺戮した悪魔の化身となってしまい、証

人たちの母親、父親、兄弟・姉妹、妻と子供の殺害の責任者となってしまった。

このために、事件はきわめて感情的な色彩を帯びてしまい、記憶の歪曲とい

う危険がいっそう高まってしまった。22 

g. ロフトゥス教授自身がユダヤ人であるが、自分の文化的遺産、自分の民族、

彼女の言うところの「人種」への忠誠心ゆえに、同僚のユダヤ人の偽証に対し

てなかなか反対の立場をとることができなかったという経験を記している。彼

女のような心の動きは、ユダヤ人のあいだではごく一般的なものであろう。23 

 

 しかし、彼女は、ホロコーストに関する記憶を大幅に歪曲させてしまう、これ以外の 3

つの要因には目をつぶっている。 

 

a. 証人の個人的な経験は、かならずしも犯罪裁判中だけではなく、たえず、口頭、

出版物、放送メディアによって広められてきた。とりわけ、証人たちのあいだで

の書簡の交換や各種の救援組織を介して広められてきた。 

b. 少なくとも、1970 年代末以降、ホロコーストという話題はマス・メディアのなかに、

非常に一面的なかたちで常駐しており、このために、記憶はますます同質化し

ていった。 

c. ことホロコーストに関する限り、それを知らなかったり、認めなかったり、少しで

も疑ったりすることは許されないだけではなく、ときには、刑事告発の対象とな

った。このために、証人たちには、「事実」を思い出し、それを他人に印象付け

ることが、強い社会的（ひいては法律的）圧力となっている。 

 

 最近、ロフトゥス教授が学術誌で発表しているように24、これらの要因を考慮して、そ

れを人間の記憶の歪曲に関する研究と照らし合わせてみれば、ホロコーストについて

の目撃証言ほど信憑性のないものはないという結論に到達せざるをえないであろう。

通常の学術的議論や法廷審理では、目撃証言はもっとも信頼できない証拠であると

いうのが定説である。しかし、ことホロコーストに関しては、目撃証言は、文書資料的

証拠が確定した歴史的事実の枠組みに肉付けをするだけではなく、文書資料的証拠

や物的証拠が確証していない事件の筋道をつけてしまっている。目撃証言だけに依

拠したり、それに文書資料的証拠や物的証拠よりも高い価値を与えたりすれば、その

仕事は学術的方法にのっとっているとはいえない。したがって、本書は、目撃証言の

批判的分析に多くの関心を向けている。 
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3.3 証言を引き出す方法 

3.3.1. 連合国の戦後裁判 

  ホロコーストに関する目撃証言と自白の価値を評価するためには、ニュルンベルク

その他の連合国の戦後裁判での状況を検討しなくてはならない。目撃証言や自白に

よるホロコーストの中身の概要を記録しているのは、これらの裁判で下された判決だ

からである。連合国の裁判は、二つのタイプに大きく分けられる。一つは占領国それ

ぞれが開催したもの、もう一つはニュルンベルク国際軍事法廷（IMT）というかたちで

戦勝国が共同で開催したものである。25 

 

3.3.1.1. アメリカの裁判 

  終戦直後、アメリカは、党、国家、経済の要職についたすべてのドイツ人を裁判な

しの「自動的逮捕」状態のもとに置いた。26 このようにして、数十万人が、草むらのな

かでフェンスに囲っただけの捕虜収容所で生涯を終えた。戦争終結直後、すべてのド

イツ人捕虜は戦争捕虜としての身分を剥奪された。27 連合国は民間人収容者を何の

権利も持たないものとみなした。とくに、アメリカとフランスの管轄にあった地区では、

これらの捕虜は、地面の穴倉で暮らし、十分な食物も与えられず、医療も拒否され、

国際赤十字やその他の組織、個人でさえもドイツの捕虜を助けることを許されていな

かった。このようにして、数十万の捕虜が、アメリカの収容所でハエのように死んでい

った。28 

  軍政府命令第 1 号は、すべてのドイツ人に持っているすべての情報を連合国に提

供するように命じ、違反した場合には終身刑とした。29 だから、ドイツの証人は何年

間も投獄されて証言を強要され、何時間も尋問され、ロシア側に引き渡すと脅迫され

た。30 「特別プロジェクト」という独立部局が、証言をしぶる証人から犯罪の証拠を引

き出すことに責任を負っていた。このように入手された証言は、連合国に有利なもの

であった。証人たちは、他人の犯罪の証拠を提出するのを拒めば、自分が告訴され

ると脅迫されたからである。31  

 この事実だけでも次のことを明らかにしている。すなわち、戦後、ドイツ人全員は事

実上法律の外に置かれ、訴追の格好の対象となってしまったこと。いつ何時自分に降

りかかってくるかもしれないような恣意的な迫害を受けるよりも、たとえ虚偽であったと

しても、連合国側が求めているような情報を提供せざるをえない状況に突然おかれて

しまったこと。 

 アメリカ占領地区では、さまざまな被告に対する裁判が、ダッハウ、ルードヴィヒスベ

ルク、ダルムシュタート、ザルツブルクで、合衆国あるいはアメリカ軍の統治権のもと

で開かれた。32 大雑把に言えば、これらの裁判は 3 つのカテゴリーに分けられる。 
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・ 強制収容所での犯罪（安楽死のケースも含む） 

・ 撃墜された連合国パイロットの殺害 

・ アルデンヌ攻勢のときのいわゆるマルメディでの戦争犯罪 

 

 このような裁判を準備するにあたっては、エベンゼー、フライジング、オベルウルゼ

ル、ツフェンハウゼン、シュヴェービシュ、ハルといったさまざまな収容所や、今日でも

拷問室として知られている監獄で、容疑者や証人に対する尋問が行なわれた。33 リ

ュッケルルは次のように簡潔にコメントしている。 

 

「まもなくアメリカ人でさえも、アメリカの軍事法廷の裁判審理のやり方に、

とくに、予備審問の過程で、物理的・心理的な圧力を受けた可能性のあ

る被告の自白を証拠として繰り返し使用したという事実に異議を唱えるよ

うになった。」34 

  

 事実、1949 年までに、ドイツ人やアメリカ人の弁護士、とくにアシェナウアー、フレッ

シュマン、エヴェレットといった弁護士が提出していた告発を検討するアメリカ調査委

員会がいくつか開かれた。32 35 36 しかし、これらの委員会報告は部分的にしか公表さ

れず、しかも、世論の圧力があって初めて公表されたにすぎず37、醜聞の実態を覆い

隠すために使われたにすぎなかったので、軍と政治を弁護するためのイチジクの葉で

あったとアメリカ人からも非難されている。38 たとえば、戦争防止全国会議は、軍の

不法行為を赦免してしまったボールドウィン委員会の結論を次のようにコメントしてい

る。 

 

「委員会は、この種のやり方の改革を推奨して、報告をしめくくっている。

しかし、これらの推奨は、報告の大半を構成しているすべての言い訳や

赦免が偽りであることを示している。事実、結論がのべていることは、あ

なたたちがたとえそれをしなかったとしても、私たちは、あなたたちがそれ

を繰り返すことを望まないというものである。」39 

 

 マッカーシー上院議員は上院からオブザーバーとして派遣され、結果としてこの事

件に深く関与するようになった。彼は、醜聞隠蔽工作に調査委員会と軍が協力してい

ることに抗議して、わずか 2 週間でオブザーバーの職務を辞し、上院に上申書を提出

した。40 アメリカ人は被告から自白を引き出したり、非自発的な証人――自動的な逮

捕によって獄中にいたり、裁判を待っていたり、ダッハウでの予備審問を待っていたり

していた――から供述を引き出していたが、そのやり方は次のようなものであった。 
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・ 皮膚を焼く 

・ マッチで（手や足の）爪を焼く 

・ 指の爪をはがす 

・ 歯を折る 

・ 顎を砕く 

・ 睾丸を砕く 

・ 棍棒による殴打 

・ メリケンサックによる殴打と足蹴 

・ 寒い、湿った、暗い部屋に数日間裸のままで拘禁する 

・ 飲み物なしで暑い部屋に投獄する 

・ 偽裁判 

・ 偽判決 

・ 偽処刑 

・ 偽の牧師、などなど41 42  

 

 マルメディ裁判での主要被告ヨアヒム・パイパーによると、このような拷問よりも苦し

かったのは、外界や同僚の囚人からまったく切り離されて、完全に他人の慈悲にすが

って暮らしていかなくてはならないという感情であった。また、偽りの自白供述を引き

出すために、脅迫や約束によって、囚人同士を対立させるという方法も使われ、それ

はしばしば有効であった。囚人たちの連帯感に発した抵抗を打ち砕いていったのであ

る（第二級尋問）。43 

 尋問は数時間、ひいては数日間続いた。検事側はその記録をカット・アンド・ペイスト

して、供述書を作り上げた。被告に有利な箇所は削除され、言葉を言い換えることで、

趣旨が歪曲された。44 疑問の余地のある供述書以外にも、たとえば、文書の非認証

コピーや第三者の陳述（伝聞）を含むありとあらゆるものが証拠として採用された。45 

あるケースでは、虐待のために自殺に追いやられた被告の未完成で、署名のない供

述までもが証拠として利用された。46 軍政府命令第 4 号は、他人の犯罪を証明する

ような証拠を提出した被告に釈放を約束している。47 この規則は効果を発揮し、ラウ

テルンは、被告が第三者の犯罪を証明する虚偽の陳述を行なって釈放された二つの

事例を報告している。48 

 被告には開廷まで法定代理人が与えられず、開廷しても、弁護人は効果的な弁護

活動をしなかった。（法廷が任命した）弁護人自身が多くの場合、戦勝国国民であり、

しかもドイツ語に堪能ではなかったからである。彼らは依頼人の弁護にはほとんど関

心を示さず、あからさまに検事側に立って行動することもあり、被告を脅迫して、虚偽

の有罪自白をするように説得さえもした。49 しかし、たとえエヴェレットのようなアメリカ

人弁護人がその職務を果たそうとしたとしても、法廷はその道を閉ざした。弁護側に
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は、当該の文書資料に部分的にアクセスすることしか許されず、裁判以前に被告と協

議することも許されなかった。裁判が始まってからも、許されないこともあった。もし許

されても、連合国側の監視下のもとだけであった。開廷まで、起訴状の中身が知らさ

れないことも多く、その中身もごく大雑把なものであった。50 証人に反対尋問しようと

したり、無理やり引き出された供述の証拠としての価値に疑問を呈することは、普通

却下された。51 そして、このような措置は、アメリカ占領軍規則、アメリカ占領地区軍

政府命令第 7 号第 7 条にまったくかなっていた。軍事法廷に関する章には次のように

ある。 

 

「法廷は証拠の技術的規則に拘束されない。検事側、弁護側双方は反

証を提出することができるが、法廷がその証拠の許容性については決定

する。」52 

 

 何が必要であるかの決定は法廷にゆだねられていた、換言すれば、公判はきわめ

て恣意的であった。 

 犯罪を証明するような供述、とくに強制収容所の囚人の供述はどのように評価され

るべきなのであろうか。これは興味深い点である。検事側はこうした供述を手に入れ

るための特別な技術、「ステージ・ショー」あるいは「レビュー」という方法を使った。53 

この目的を果たすために、検事側は強制収容所の囚人を集めて、傍聴席に押し込ん

だ。被告は壇上に座らされ、囚人たちは薄暗い部屋に座り、被告たちに対してありと

あらゆる告発を行なうことができた。怒りの叫び声、下劣な呪いの声が上げられたこと

もあった。予想に反して、被告に告発がなされなかったり、告発が不十分であった場

合には、検事側は証人を説得したり、脅迫までもして、公判を進めた。54 このように恥

知らずな戦術を使っても、犯罪を証明するような証言が手に入れることができなくても、

検事側は裁判を放棄しようとはしなかった。検事側は、無罪を証明するような証言を

たんに隠匿したのである。55 こうしたステージ・ショーは次のような事態にまでなった。

すなわち、アメリカ軍将校が SS の制服を着て、叫び声を上げている証人たちの前に

登場すると、証人たちはすぐに彼が強制収容所の悪党であったと糾弾した。56  

 強制収容所にいた弁護側証人は、引き止められたり、脅迫された。検事側が彼を逮

捕して、虐待することもあった。57 多くの囚人たちはかつての仲間を脅迫した。もしも、

第三者の犯罪を証明するのに十分な証言や供述をしなければ、家族に復讐したり、

お前を犯罪者にするというような証言や告発をするというのである。仲間に対する殺

人の脅迫さえもが記録されている。 58  VVM (Vereinigung der Verfolgten des 

Naziregimes = Organization of Persons Persecuted by the Nazi Regime)59は、当時の

飢えたドイツで暮らしていた囚人の食料割り当て、住居などを決定していた団体であ

るが、その権力を行使して、仲間の囚人が弁護側証人とならないように圧力を加えた。
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仲間の囚人が、罪を免ずるような証言をするのを禁止することおおやけに表明した。
60 

 犯罪を証明する証言を提供しようとする証人たちは、ときには集団で、さまざまな裁

判に出没した。彼らはそのことで、金銭面や物質的な報酬をかなり受けとることがで

きた。多くの場合、自分たちのあいだで証言を調整していたこれらの「職業的証人た

ち」は、協力と引き換えに免罪を約束されていたかつての容疑者であった。61 アメリカ

軍が調査委員に任命したシンプソン判事とローデン判事は、この文脈の中で「人間の

くず」という用語を使ったという。62 このような証人の偽証が露見しても、彼らは告訴さ

れなかった。63 まったく逆の事態が生じた。証人が、自分の証言が引き出された方法

を法廷で証言して、自分の供述を撤回すると、検事側は彼らに対する訴追措置をとっ

たのである。64 

 原則的に、ダッハウ裁判も、強制収容所事件を扱っていようと、パイロットの殺害事

件を扱っていようと、マルメディ事件を扱っていようと、同一であった。オスカーが的確

にも指摘しているように65、マルメディ事件では、証人が不足していたので、拷問が使

われ、強制収容所事件では証人が余っていたので、「ステージ・ショー」が行なわれた。

安楽死事件と医師事件では、免罪の文書を没収し、無罪を証明する供述は抑圧され

た。66 フレダ・ウトレイは、強制収容所事件の状況はマルメディ事件よりも悪く、すで

に、前代未聞となっていたと述べている。67 68 

 シュヴァルツのような歴史家が、1990 年にドイツのもっとも有名な現代史雑誌の中

で、アメリカの裁判はジュネーブ協定にのっとって行なわれた、控訴権がなかったこと、

有罪者の将来の扱いが不確定であったことが裁判のおもな問題点であった、イルゼ・

コッホやマルメディ事件はたいした意味のない事例にすぎない、アメリカ上院が任命し

た委員会はアメリカの占領当局を放免していると述べている。69 このような歴史家た

ちをどのように考えたらよいのだろうか。シュヴァルツはまったくの無知か、それともま

ったくのつむじ曲がりであるとしか考えようがない。 

 

3.3.1.2. イギリスの裁判 

 終戦直後、イギリス人のやり方はアメリカ人のやり方とほとんど変わりなかった。ア

シェンナウアーによると70、イギリスはヴェールで裁判を開き、ドイツ国防軍の幹部お

よびアウシュヴィッツ、ベルゲン・ベルゼン、ナチヴァイラーの収容所看守を裁いたが、

アメリカの戦後裁判と同じような特徴を持っていた。71 しかし、基本的な違いは、裁判

中や裁判後にも、調査委員会が設置されたことはなく、このために、イギリスの尋問

収容所や監獄――ミンデン72、バド・ネンドルフ73、ハメルン――の様子が隠されたまま

である点である。拷問の最初の事例は、ミンデンの監獄にいたアウシュヴィッツ所長

ヘスに対するものである。ヘス自身が自伝の中でこの拷問のことに触れているだけで

はなく74、その拷問者の一人もそれを確証している。75 彼はまた、ミンデンにいたハン
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ス・フランクに対する拷問にも触れている。76 さらに、オズヴァルト・ポールは、国際軍

事法廷への証言のなかで、バド・ネンドルフで同じような手段が使われ、自分の供述

書もそのようなかたちで引き出されたことに触れている。77 ヘスの事例は、彼の供述

がユダヤ人の大量殺戮を証明している実行犯の自白として、国際軍事法廷で利用さ

れているだけにとくに重要である（3.3.1.5.参照）。 

 

3.3.1.3. フランスの裁判 

 ノイエ・ブレムメとナチヴァイラーの強制収容所スタッフに対するフランスの裁判につ

いては、ほとんど知られていない。78 しかし、「自動的逮捕」状態のもとにあったドイツ

人に対するフランス人の姿勢79および占領地区の住民に対するフランス人の姿勢80―

―アメリカ人の姿勢よりも邪悪ではなかったとしても、同じように悪辣であった――か

ら判断すると、フランス人はすべての点でアメリカ人と同様であったと結論できるであ

ろう。 

 

3.3.1.4. ロシアの裁判 

 ソ連占領地区での裁判は、1941 年の独ソ戦の開始以降ソ連国内で行なわれてきた

戦争犯罪裁判の継続といえる。1950 年、公式報告が、このような戦争犯罪裁判が国

際法違反であったことを認めた。81 マウラハは、予備尋問の特徴は連続、すなわち、

ノンストップの尋問、あらゆる種類の肉体的虐待、記録の歪曲、囚人をたがいに対立

させること、強制的な他者の告発などであった、また、特別法廷による人民裁判での

尋問は恣意的な審理手順のもとで行なわれた、と述べている。82 ソ連の裁判がこの

ような様子であったことは広く認められており、ドイツ連邦司法省でさえもそのような解

釈をしている。83 最近ロシアの歴史家がオリジナルなロシア側文書にもとづいて研究

書をあらわしているが、そこでも、ドイツ人専門家報告の趣旨が確認されている。84 

戦後数年間にソ連の衛星国で開かれた裁判でも状況は同じであった。たとえば、ブシ

ュコは、ポーランドに設立された特別法廷の判決は、ニュルンベルク国際軍事法廷と

同様に、異議申し立て不能であったと述べている。85 さらに、ドイツ連邦司法省は、

東ドイツでの初期の裁判を恣意的な裁判とみなしている。86 最近、アイゼルトが、そ

の暗黒面、いわゆるヴァルトハイム裁判について詳述している。87 

 

3.3.1.5. 国際軍事法廷とその後続裁判 

国際軍事法廷の検事と判事は連合国によって構成されていたので、公平な裁判で

はない。ニュルンベルク裁判は第三帝国から 22 名の主要人物を裁判に引き出した。

この裁判に続いて、ドイツ政府、ドイツ国防軍最高司令部、SS 経済管理本部といった

さまざまな部局、法律家、化学・鉄鋼従業員といった職業集団に対する 12 の裁判が

開かれた。しかし、これらの裁判を主宰したのはもっぱらアメリカ人であった。すでに、
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その他の戦勝国は関心を失っていたからである。88 

国際軍事法廷の法的な枠組みを定めたロンドン協定［正確には『国際軍事法廷憲

章』――訳者］は89、その第 3 条で法廷は忌避されえないと声明し、第 26 条でその判

決は、最終であって、再審の対象とはならないと断定した。第 13 条にしたがって、法

廷は独自の審理手順を定めた。こうした点だけでも、この法廷には法的正当性がな

いことがまったく明らかである。法廷の権利に関する 3 つの条文はとくに重要である。

たとえば、18 条は、「公判を、起訴事実により提起された案件の迅速な審理に厳密に

限定すること」、「起訴事実に関係のない案件および陳述は、その種類のいかんを問

わず、一切除外すること」と定めている。 

第 19 条は明白に次のように述べている。 

 

「法廷は、証拠に関する法技術的規則に拘束されない。法廷は、迅速か

つ非法技術的手続を最大限に採用し、かつ、適用し、法廷において証明

力があると認めるいかなる証拠をも許容するものである。」 

 

 また、第 21 条は次のように述べているが、それは、反学術的な法的結論に対する

責任を今日でも隠蔽するものとなっている。 

 

「法廷は、公知の事実については、証明を求めることなく、これを法廷に

顕著な事実と認める。」 

 

 ロンドン協定によれば、これらの「公知の事実」には「戦争犯罪捜査のため同盟諸国

において設立された委員会の決議および文書を含む、連合諸国の公文書および報

告書ならびにいずれかの連合国の軍事法廷またはその他の法廷の記録や判決書」

が含まれていた。したがって、3.3.1.1.から 3.3.1.4.までで扱ってきた裁判に提出された

すべての証拠は、それ以上の立証を必要としない事実となったのである。たとえば、

ニュルンベルク裁判は、おもにダッハウ裁判に提出された証拠にもとづいて、SS と武

装 SS を犯罪組織と断定した。90 

 ソ連側は開廷以前にすでに、被告の有罪は自明のことであるのだから、裁判ぬきか、

見世物裁判をやっただけで、被告たちを処刑したいと言明していた。91 西側連合国

の側にも賛同の声があったが92、「本物の」裁判だけが効果的となりうるとの意見が大

勢を占めた。93 しかし、首席検事のジャクソンは、「連合国は、敵であるドイツの政

治・軍事組織が崩壊しているにもかかわらず、依然として、技術的には、ドイツと戦争

状態にある。国際法廷として、当法廷は、連合国の戦争遂行努力の継続である。国

際法廷として、当法廷は、各国の司法・憲法制度の精密な審理手順に拘束されない」

と陳述していた。このことを考えれば、どのような研究者であっても、この法廷の枠組
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みを作り出した諸条件について当然の疑念を抱くであろう。94 

 アーヴィングは、ジャクソン検事がアメリカ情報局 OSS の影響力を封じるまで、ニュ

ルンベルク裁判検事団の調査活動は OSS が個人的に請け負った事業であったと述

べている。95 フォン・クニエリエムは、検事側は占領当局のすべての執行機関に無制

限にアクセスすることができた――たとえば、任意に証人を逮捕すること、すべての

文書、第三帝国の文書すべてにアクセスすること、戦勝国の文書にアクセスすること

――のに対し、弁護側には方法も影響力もなかったことから生じる結果について詳述

している。96 ニュルンベルク裁判はアングロ・サクソン的裁判様式にしたがっていた。

ここでは、ドイツの裁判とは異なり、検事側には、被告の無罪を証明するような証拠を

提出することは義務づけられておらず、検事側は一方的に被告の有罪を証明しようと

した。このために、検事側の「武器庫」は弁護側のそれよりも圧倒的に豊富であり、誤

審が生まれざるをえなかった。97 このような不公平をなくすことに尽力するはずの裁

判官でさえも、裁判の物的・人的状況すべてを取り仕切った検事側ゲストにすぎなか

ったので、弁護側の不利な立場を改善することはできなかった。98 裁判官は、証拠の

入手や聴取に関してでさえも、占領当局や検事側に指示を出す権限を持っていなか

った。99 

 衝撃的なことではあるが、ニュルンベルク裁判のやり方は、多くの点およびその大

筋の点で、3.3.1.1.章で述べたような裁判と似ている。フォン・クニエリエムその他多く

の研究者が、あらゆる種類の脅迫、心理的拷問100、連続の尋問101、被告および非協

力的な証人の財産の没収102について記している。脅迫、投獄その他の強制が弁護側

証人に適用された。103 歪曲された供述104、歪曲された資料105、同期化された翻訳106、

証拠尋問の恣意的な却下107、資料の没収108、弁護側が資料にアクセスすることの却

下109、検事側による言語活動の組織的妨害110、たとえば、弁護側が弁護側証人を探

すために国外に出ることを妨害すること111、手紙の検閲112。重大な犯罪での咎で強制

収容所に入っていた職業的証人もいた。113 判決と証拠が矛盾してしまうこともあった

が114、「きわめて粗雑な議論で」正当化された。115 

 アメリカ人弁護士はクルップ事件で弁護活動するのを妨害されたとき、クレイ将軍に

次のような内容で、ニュルンベルク裁判を批判した。とくに、裁判までの長期の非人道

的な拘禁、検事側と法廷による資料の差し止め、伝聞証拠。文書資料の恣意的な性

格、弁護側証人への迫害、証人との話し合いにさいしての検事側立会いの強制的性

格、無罪を証明する証拠の消失、財産の没収、強要のもとでの証言、証人への脅迫。
116 

 アーヴィングは、ニュルンベルクでの検事側の尋問方法を「ゲシュタポ的やり方」と

呼んでいる。117 囚人たちは外界から遮断され、飢えと寒さに苦しみ、逮捕者から虐

待を受けても治療を受けなかった。118 さらに、弁護人でさえも、正式の裁判でならば

享受しうるような権利を要求すると、逮捕の危険にさらされた。たとえば、ノイラートの
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弁護人や119、クルップ裁判での弁護人全員に120そのようなことが起こった。強制収容

所の囚人が犯罪を証明するような証言を行なう場合、アシェナウアーによると、合衆

国のダッハウ収容所裁判と、ニュルンベルクの SS 経済管理本部裁判とは、同じ犯罪

者の「職業的証人」が証言した点で、よく似ていた。121 もちろん、同僚の囚人が無罪

を証明するような証言をするのを妨げるために VVN が行なったような脅迫は、ニュル

ンベルク裁判でも存在した。122 

 ニュルンベルク裁判での虐待や拷問については、意見が分かれている。アーヴィン

グは、それが耐えざる嫌がらせと小さな虐待という意味では存在したと考えているが
123、フォン・クニエリエムは、「明らかに」存在しなかったと考えている。124 しかし、シュ

トライヒャーに対するひどい虐待は存在しており、彼はニュルンベルク裁判の前の尋

問でこの件について話している。125 拷問を受けたという彼の証言は、検事側の要請

で記録から削除された。126 ラウテルンは SS 集団長ペトリの拷問に触れており127、ポ

ールは最後の記録のなかで、SS 師団長マウラーの虐待について記している。128 マ

ーク・ウェーバーはその他多くの虐待に触れている。129 すなわち、著名な主要被告

は、程度の低い肉体的虐待を受けただけであり、一方、あまり著名でない被告も、す

ぐに協力の姿勢を見せないときには、ニュルンベルクでも虐待を受けたのである。 

 3.3.1.1.で触れた調査委員会は、ニュルンベルク裁判とその後続裁判の判決のいく

つかを修正した。西ドイツ政府は、朝鮮戦争に続く再武装の結果、これらのケースで

は、もっと寛大な措置を要求した。130 

 

3.3.1.6. 戦後の連合国裁判の結果 

 アメリカのダッハウ裁判や他の連合国による同じような裁判は、強制収容所や東ヨ

ーロッパでの虐殺行為を証明したといわれている。それ以来、SS と武装 SS は犯罪組

織となった。一方、ドイツの法廷は、事後法を避けるためにすぎないかもしれないが、

SS 隊員や武装 SS 隊員を犯罪者とはみなしていない。ニュルンベルク裁判は、おもに

前述の裁判が手に入れた「証拠」を繰り返して提出することで、この裁定を補強した。 

 ニュルンベルク裁判に提出された証拠がどのような結果を生み出したのか、それを

如実に示しているのが、フリッチェの回想であろう。ニュルンベルクの主要被告全員は、

公判以前には、ユダヤ人の大量殺戮についてはまったく知らなかったと主張していた。
131 ダッハウその他の強制収容所のうさんくさいフィルムが上映されると、それは心理

的な効果を発揮したが、完全に被告たちを納得させたわけではなかった。しかし、ヘ

スとオーレンドルフ証言によって、被告の大半が、大量殺戮を事実として受け入れる

ようになった。132 被告の大半がユダヤ人の殺戮を正面された事実と受け取ってしま

った結果、今では、誰もそのことに異論を呈しようとはしなくなったので、このユダヤ人

の殺戮という事実は、弁護側、被告、そして民族全体の運命に、神経を麻痺させるよ

うな呪いの言葉として作用するようになった。133 にもかかわらず、被告は、十分な調
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査が行なわれていないという印象を抱いたままであった。 

 

「理解できないようなことが間に合わせの措置で立証されたが、それは調

査されたわけではなかった。」134 

 

 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte は、ニュルンベルク裁判をその法的土台の欠陥

を除けば、正義の実現を誠実に目指した公平な裁判とみなしているが、そのことは、

同誌を出版している団体、すなわち、左翼的で、偏向的な Institut für Zeitgeschichte

に親しんでいるものにとっては、驚くことではないであろう。135 

 

3.3.2. 法の支配の下での裁判 

 ドイツ連邦共和国の部分的な主権を定めた基本条約は、ニュルンベルク裁判判決

が連邦共和国の公的・司法的機関すべてに最終的かつ拘束的なものであると布告し

ている。136 定説派はこの布告を欠陥とみなしている。すなわち、朝鮮危機のために、

アメリカが戦後裁判で有罪とした人々の大半をずさんなやり方で釈放し、一方、ドイツ

の司法制度は、新しい証拠と照らし合わせて、こうした人々を再起訴するチャンスを

失ってしまったからであるというのである。137 しかし、連合国は条約第 7 条によって、

戦後裁判の裁定・結論から出てくる歴史観を、ドイツの裁判にとってさえも、改訂・修

正の対象とはしないようにしているがゆえに、この布告には欠陥があると考えることも

できるであろう。 

 とくに、ドイツ連邦共和国とイスラエルの裁判での判決に対する目撃証言の意義に

ついて言えば、ニュルンベルク裁判が確定したホロコーストについての歴史観が今日

でも、自明の真理であると受け取られている点をまず指摘しておかなくてはならない。

この条約が果たした役割がどの程度のものであったのかについては、意見が分かれ

ている。138 裁判所、とくにドイツの裁判所は、誰かがこの真理を反駁しようとして、あ

るいは、たんに検証しようとして、証拠、とくに物的証拠を申請しても、即座に却下して

いる。証拠申請動議は、裁判遅延行為として却下されている。139 このような状況であ

るにもかかわらず、誰かが、自分の異端的主張、すなわち信念を公に主張したり、技

術的・科学的反論をしようとすれば、ユダヤ人への中傷、死者の記憶への中傷、憎悪

主義者、憎悪の扇動の咎で刑事告発の対象となってしまう。140 1985 年以来、このよ

うな行為は重大犯罪とみなされるようになったので、中傷されたという告発や不満が

なくても、直接、検事局が訴追の対象とするようになった。141 法廷で自明の真理に対

して異論を唱えても、かえって、強情な嘘、改悛の念の欠如の咎で厳しい判決を受け

るだけであり、その主張は無視されるであろう。異論的見解に対しては、このような盲

目的でドグマティックな迫害が行なわれるが、こうした迫害は、公認の見解から逸脱

するすべての研究に及んでいる。142 ここで、民族社会主義者の犯罪者とみなされて

 17



いる人々に対する裁判が、法の支配の下にある西側民主主義国家を自称する国々

で、どのように設定されてきたのか、設定され続けているのかを検証するために、イス

ラエルとドイツ連邦共和国の事例を見ておこう。 

 

3.3.2.1. 調査 

 終戦直後の調査であれ、ひいては今日の調査であれ、多くの調査の出発点は、連

合国の戦後裁判の公判のなかで司法的な見解、証言、実行犯の自白、調査機関が

所持していた文書資料が出した結論である。143 144 145 また、犯罪の「容疑者」であっ

たにすぎないドイツ人の訴追を促進するために、どのようにして審理手順が侵犯され

たのかを考察するのも、検証の対象である。1951 年まで、連合国管理委員会規則が

ドイツの司法制度に許していたのは、ドイツ人によるドイツ人や無国籍の人々に対す

る犯罪の処理だけであった。146 しかし、1955年に部分的主権が回復されてからも、ド

イツの司法制度の調査活動や成果について満足していない人々がいた。リュッケル

ルは、現行法のもとで検事局が活動できるのは、容疑者が、検事局の管轄する地域

の住民であるか、犯罪が検事局の管轄地区でおかされた場合だけであったことが、

不満の原因であったと考えている。民族社会主義者の犯罪とみなされているものは、

国外で、しかも身元不詳の人物によってなされたので、多くの事件がまったく調査の

対象とはならなかった。147 

 1958 年、ドイツ連邦共和国司法省は、このような障害を取り除くため、ルードヴィヒ

スブルクに「民族社会主義者犯罪調査のための国家司法中央局」を設立し、ドイツの

名においてどこで、どのような犯罪が誰によって行なわれたのかを判定するために、

予備調査というかたちをとって、上記の制約を超えて、世界中で調査活動を行なった。

このようなやり方は、司法と裁判の歴史のなかでユニークなものであった。148 今日ま

で、この中央局は、ありとあらゆる典拠資料（文書集、証言、裁判資料、著作、個人的

な経験談、映画、報道記事）を使って、民族社会主義者体制の下でドイツ人が犯した

とされる犯罪についての情報を集めている。中央局が、ある事件について、十分な証

拠があると判断した場合、その情報を検事局に提供し、これを受けて、検事局は標準

的な調査を始める。 

 ドイツ連邦政府は東側ブロックの資料の検証・利用を数年間拒んでいたが149、その

後、1964 年のアウシュヴィッツ裁判に続いて、消極的な姿勢を放棄し、民族社会主義

者の犯罪について、できるかぎり多くの文書資料を利用させてくれるように、全世界に

訴えた。もっぱら、民族社会主義者の犯罪とされるものを訴追するために、ヨーロッパ

司法委員会を設立するべきであると主張する政党もあった。150 西ドイツの訴えをきっ

かけとして、たとえば、東ドイツは、数万名を訴追するのに十分な資料を保管している

と声明した。151 東ヨーロッパ諸国の典拠資料とは別に、西側諸国の文書（イスラエル

の文書も含む）、標準的なホロコースト研究書、囚人組織が、中央局の集めたおもな
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典拠資料であった。152 囚人の経験を持つヴィーゼンタール153とラングバインはとくに

資料の提供に熱心であった。フランクフルト裁判所は、ラングバインがアウシュヴィッ

ツ裁判の準備の進行にとくに重要な役割を果たしたことを認め154、検事は、彼を証人

尋問したときに、彼の支援を公に感謝した。155 

 しかし、重要な点は、前述した 5 つのケースでも立証されたように、中央局や検事局

がいわゆる犯罪調書を編集するにあたって、それを、証人となる可能性を持つ人々、

国内外の調査機関に開放し、証人に対してその内容を知らしめたことである。この犯

罪調書では、いわゆる容疑者の名前が、現在と民族社会主義者時代の写真を付して、

リストアップされていた。さらに、容疑者が犯したとされる犯罪も明記されていた。その

犯罪は起こったかもしれないが、容疑者とその犯罪を結びつけるような証言や手がか

りはないにもかかわらず。その後、証人が求められたのは、この事件を確証されたも

のとみなして、具体的な犯人を犯罪に割りあて、もし必要であれば、犯罪調書に欠け

ている犯罪を付け加えることだけであった。156 明らかに、このような状況の下では、

証人の記憶はリフレッシュ、すなわち歪曲されてしまう。したがって、その後の法廷で

の証言、とくに、犯人の身元確認はまったくの茶番である。157 そして最後に、リュッケ

ルル158とヘンキス159は、調査当局の関心を引くようなあたらしい発見があった場合、あ

るいは、目撃証言と調査当局の結論に相違があった場合、証人が幾度も尋問された

と指摘している。このために、証言の「選別・精査」が生じたとしても、驚くべきことでは

ないであろう。この意味で、リュッケルルは、もちろん例外的であるとしながらも、調査

当局や私的な記録センターが証言の歪曲を行なったケースを指摘している。160 調査

活動は困難であったので、被告は 3 年から 5 年、ひいてはもっと長期にわたって拘束

され、裁判を待つことになり、彼らは情緒不安定となった。これを人権侵害と非難して

いるのは、ヨーロッパ裁判所だけではない。161 

 リュッケルル162とヘンキス163は、調査期間の担当局員の多くが民族社会主義者時代

の活動のために、先入観を抱いているがゆえに、調査活動の最初の 10 ヶ月には、政

治的にとくに信頼できる人物を雇うことが必要であったと考えている。したがって、こ

のような人物は、犯罪の実在性を疑うことさえもしなかった人々であったと推定できる。

彼らは非常に熱心で、確信的なイデオロギーの持ち主であり、望ましい証言を手に入

れる訓練をつんでいたので、予備尋問の過程で証人たちは、証言をしぶれば、脅迫さ

れたことであろう。リヒテンシュタインは、心理的抑圧を使った尋問がもたらした結果を

書いているが、証言をしぶる証人に証言を強制する方法について次のように述べて

いる。 

 

「証人［バース164］は躊躇していた。…病気で苦しんでいるか、心理的にま

いっているふりをしていた。証人席を去る前に証言を翻して、自分を尋問

した警察官が、当時何場起こったのかを証言しろと脅迫したと述べた。彼
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は、警察官が『自分に厳しくあたった』としどろもどろに述べたが、これは、

このような証人には必要なことである。」165 

 

 結局のところ、中央局は、自分たちのことを刑事訴追の部局としてではなく、尋常で

はない方法を使って作業する歴史研究所とみなしていたようである。リュッケルルはそ

の発見を歴史的事実とみなしている。166 シュタインバッハは、NSG 裁判の終了後に、

中央局は歴史研究所となるべきでとまで論じているが167、それはドイツの政治家の計

画でもあった。168 

 しかし、旧SS隊員にインタビューしてみると、歴史研究という課題自体が適切に行な

われなかったことがわかる。このインタビューによると、中央局は、何場実際に起こっ

たのかを発見しようとせずに、犯罪や犯罪とされているものについての情報だけに関

心を持っていた。169 このやり方は、犯罪のインフレーションを引き起こし、真実を隠蔽

するだけである。 

 

3.3.2.2. 裁判官と検事 

 第三帝国の主要犯罪とされるもの（特別行動部隊、強制収容所その他の収容所）を

裁くために、個々人に対する裁判を補足して、数十名の被告やときには数百名の証

人を召喚したマンモス裁判が、犯罪現場地域で開かれた。170 これは財政的・技術的

面から必要な措置であったけれども、各被告の個人責任問題がなおざりにならざるを

えなかった。膨大な証拠や情報が洪水のようにあふれだしたので、当然にも、弁護側

も検事側も、判事も陪審員も、数年にわたる事件をあとづけることができなかった。171 

 法廷の任務が歴史学上の問題をもてあそぶことではない点については、何回も強

調されていた。にもかかわらず、リュッケルルは、民族社会主義の絶滅収容所なるも

のについての裁判が歴史的に妥当であり、歴史事件の解明がこの裁判の中心であっ

たと述べている。172 これらの裁判での調査活動の発見が、現代の歴史学の研究の

依拠する主柱を作り上げたことはまったく秘密ではない。173 シュタインバッハは、研

究調査が非歴史家、すなわち、検事と判事にゆだねられたのは史学史では特異なこ

とであり、それゆえ、本章はドイツ史のなかでもっとも研究調査が進んだ分野であると

まで述べている。174 

 たしかに、一つの点、すなわち目撃証言の入手という点では、裁判は歴史家を上回

っている。リュッケルルは、歴史家とは異なって、刑事裁判での調査官と判事は、国家

機関のおかげで、証人から大量の証言を手に入れ、質問、すなわち尋問によって真

実を確証することができると述べているが、その点では正しい。175 しかし、重要な裁

定が依拠するはずであるこれらの証言が真実であるかどうかを決定するのは、はる

かに困難である。バーダーとヘンキスは、裁判が物理的力の行使を許されていれば、
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裁定が可能であろうと述べているが、これは法の支配の下の国家では禁止されてい

る。176 むしろ、われわれの時代に、力こそが真実を確証しうると考えているドイツ人

成人が存在することの方が驚きである。トゥシェルは、法的な発見を歴史学が利用す

ることを、最善で完璧な法的研究にもとづく発見だけに限定している。177 しかし、いっ

たい、誰が、どのような基準で質や完璧性を評価するのであろうか。 

 NSG 裁判の典型的な例は、フランクフルトのアウシュヴィッツ裁判である。当時の裁

判長の主張とは逆に、この裁判は歴史裁判の縮図と受け取られている。178 法廷が

問題の解明を委嘱した専門家報告が、民族社会主義体制、とくにユダヤ人迫害につ

いての歴史報告であり179、被告が行なったとされる行為についての犯罪学的報告で

はなかったことは、まったく驚くべきことではない。180 連邦最高裁は、法廷は犯罪が

行われたかどうかについて裁定を下すのにまったく関係がないとの理由で、ある NSG

裁判の無罪判決を破棄しているが、そのやり方はまったく二面的である。181 法廷が

NSG 裁判に委嘱したのは、非歴史的すなわち、技術的、科学的、法医学的な専門家

報告にのっとって公判を進めてはならないということであった。しかし、連邦最高裁は、

判決が無罪ではなく有罪であったときには、このようなことに悩んではいない。 

 さらに、この大規模な NSG 裁判の情報は広く報道されたが、この裁判では、検事側

も証人も、ホロコーストの恐怖なるものについて見世物裁判的なグラフィックを広く使

ったことを考慮しておかなくてはならない。182 このようなやり方は、被告の罪状につい

ての真理を確証することにはまったく役に立たず、たんに、被告に対する先入観を法

廷に付け加えただけであった。リュッケルルは、犯罪が生み出した残酷な光景をグラ

フィックを使って説明することが、厳しい判決をもたらしたと説明している。183 バーダ

ーは次のようにコメントしている。 

 

「歴史家に証拠を提供するために行なわれる裁判は、邪悪な裁判であり、

見世物裁判に近い。」184 

 

 法廷による証拠の価値判断も重要である。リュッケルルは、文書資料だけにもとづ

いて容疑者を有罪とすることは事実上不可能である、とくに、NSG 裁判のように、事件

と裁判の間隔が開くほど、まったく信用できないようなものであっても、目撃証言に頼

らなくてはならなくなってしまうと述べている。185 彼はさらに、一人の証人の証言だけ

で有罪が立証されるのは、証人が過ちを犯している可能性があるので、疑問の余地

があるが、数名の証人が、犯罪を証明するような証言をすれば、法廷を納得させるで

あろうと述べている。186 このようなやり方は、有罪か無罪を決定するのが証拠の質で

はなく、証人の数であった古代の裁判の法廷技術の名残りである。187 適切な証拠が

ない場合、法廷は、伝聞証拠を受け入れるようになってしまう。188 伝聞証拠は価値の

ないものであり、誤審を生み出すことも多いので、それに依拠することは非常に危険
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である、と認められているにもかかわらず。189 

 これらの裁判をとりまく外的な条件も、法の支配の下での国家の司法的標準を侵犯

している。たとえば、アウシュヴィッツ裁判では（不法にも）、法廷での映画上映と写真

の展示が許されたが、ラテルンザーは被告を動物園にとらわれたライオンのような状

態にしてしまう、このようなやり方を批判している。190 弁護人や被告は、証言をするに

あたって、法廷の聴衆からの侮辱や脅迫にさらされ、しかも、法廷はそれを制止しな

かった。191 また、被告は検事と証人から侮辱され、裁判官からも中傷された。192 パ

ウロ教会［ドイツの重要な国民的記念碑］では、被告たちは、写真、経歴、犯罪の詳細

を付されて有罪とされていたが、検事側はこの展示に関与した。193 

 ヘルゲ・グラビツ検事は、証人が身の毛もよだつような事件を証言してしまうと、判事

も検事も客観的となることはできなくなり、自分みずから、怒り、恥、絶望を感じてしま

ったので、先入観を抱いてしまったと述べることもあると記している。194 このような先

入観、あるいは、いうところの「関心」は、アウシュヴィッツ事件を担当するフランクフル

ト裁判の陪審員がいわゆる犯罪現場を訪ねたときには、とくに顕著であった。グラビツ

は次のようにコメントしている。 

 

「裁判が法廷から外に出て、犯罪現場にやってきたとき、驚愕の感覚が支

配した。」195 

 

 このような姿勢は、アウシュヴィッツへの巡礼者と同様である。アウシュヴィッツへの

巡礼者たちは、頭を下げながら、収容所をゆっくりとめぐり、温風害虫駆除室のまえで

祈りを上げる。しかし、その部屋は囚人の衣服を薫蒸消毒する施設であるが、巡礼者

たちはそこで殺戮が行なわれたと誤って信じ込んでいるのである。死者の本当の名誉

を回復するならば、これらの建物と施設が実際に何に使われたのかを調査すべきで

あろう。しかし、法廷は、現場検証を、専門家による建物の収容所センターの真の目

的の説明を受けるのではなく、ただ自分たちの絶望感を深くするためにだけ、利用し

てしまった。 

 もしもラテルンザーが正しければ、検事側は被告の無罪を証明する証拠を探すとい

う義務（刑事訴訟法 160 条）を果たすのを怠ってしまった。196 被告が告訴されている

犯罪への関与を否定したり、犯罪自体を否定した場合、検事側には、それを証拠にも

とづいて否定する義務があるが、この件についての、首席検事グラビツのコメントは

特徴的である。 

 

「被告の主張を、確信的な証拠、とくに目撃証言を提出することで反駁す

ることが検事側の任務である。」197 
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 大半の検事は被告の有罪を立証することにだけ関心を抱いていた。その結果、これ

らの裁判はアングロ・サクソン様式の裁判にますます似かよっていった。アングロ・サ

クソン様式の裁判では、検事側は有罪の立証だけにかかわればよく、無実を確証しよ

うとしないでもよいからである。 

（3.3.2.1.節で述べたように）、調査当局は何年にもわたって容疑者を尋問し、数百の専

門家や政府機関を利用し、必要とするすべての文書を参照することができた。198 そ

の結果、連合国による戦後裁判と同様に、検事側と弁護側の持ち駒には著しい不均

等が生じた。アレントは、イェルサレムのアイヒマン裁判でも、ニュルンベルク裁判と同

様に、持ち駒の不均等が生じたと確証している。199 

 NSG 裁判の被告が有罪を宣告されてしまうと、控訴や再審請求で無実を証明する

道は閉ざされていた。再審は戦争直後の裁判では普通であったが、今日では、ほとん

ど却下されている。200 オピッツによると、今日の裁判所のほうが、目撃証言を、戦争

直後の裁判よりもはるかに批判的に考察しているというのがその理由である。すなわ

ち、誤審は今日の裁判の方がはるかに少ないというのである。201 このことがどの程

度事実であるのか、以下で検証することになる。 

 

3.3.2.3. 弁護側 

 NSG 裁判の弁護側による裁判記録は非常に少ない。自発的に弁護をかってでた弁

護士はほとんど存在せず、しかも、彼らはこの裁判に関与したことによるトラブルにう

んざりしていたからである。このために、裁判について何か発言することで、さらなるト

ラブルに巻き込まれることを避けようとしていたからである。また、自分で生活費を稼

がなくてはならない弁護士には、執筆する時間も金もなく、まして、出版社を見つける

ことは非常に困難であった。ラテルンザー自身は、ホロコースト物語が基本的に正確

であると信じている人物であるが202、この種の記録を出版している唯一の人物である。

問題の裁判は世論の関心を集めていたので、この本のためのエスタブリッシュメント

の出版社を見つけることができた。NSG 裁判の状況は出版界の傍流で議論されてき

ただけであるので、ラテルンザーの情報は、その他すべてのNSG裁判にもあてはまる

であろう。203 ラテルンザーはニュルンベルク裁判での弁護人でもあったが、フランクフ

ルトのアウシュヴィッツ裁判に充満していた雰囲気を次のように描いている。 

 

「私が関与した主要国際犯罪法廷のなかで、アウシュヴィッツ裁判ほど緊

張したものはなかった。ニュルンベルク国際軍事法廷でも感じたことがな

いものであった。」204 

 

 彼は弁護側の視点からこの裁判を批判しているが、そのひとつは、弁護側の記者会

見には検事側もマスコミ関係者もほとんど出席していなかった、すなわち、事件をバラ
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ンスをもって報道しようとする雰囲気がほとんどなかったという点である。205 彼はさら

に、弁護側の証人尋問が厳しい制限を受けていた点、証拠請求動議が理由なく、抑

圧・不許可・却下された点を批判している。206 弁護側はまた、テープに記録された目

撃証言にアクセスすることも許されなかった。207 数多い目撃証言を検証することは、

弁護側には不可能に近かった。しかし、このような司法的な拘束服でさえも、十分で

はなかったようである。リュッケルルは、弁護側の提出した証拠が大量であったゆえに、

裁判は長期化したと不満を述べているし208、ラテルンザーも同じような趣旨で、弁護側

は十分な制約を受けていなかったと述べているからである。209 

 重要な点は、弁護側が検事側の証人に接触して、弁護士身分を明かさずに、裁判

以前に証人に尋問した場合の、法廷と世論の反応であった。のちに法廷では、矛盾を

抱えていた証人の供述のつじつまが合わせられたり、もっとも信用できない箇所が削

除されたりしたことが明らかとなった。210 世論は弁護人の調査活動を非難し、証人の

出身国であるポーランドとイスラエルは、当該弁護人の入国を禁止するようになった。
211 

 NSG裁判の弁護人は、もしもホロコーストの自明性に疑問を呈したり、自明性を覆す

ような証拠を提出したとすれば、世論の攻撃にさらされ、ときには、物理的攻撃、専門

資格の調査、ひいては刑事訴追を受けることもあった。212 この点を十分に考察しなく

てはならない。 

 それゆえ、法廷の任命した多くの弁護人が、イデオロギー的な不安から、不承不承

に自分たちの職務を引き受けたり、自分たちの名前が傷ついてしまうことを恐れなが

ら、自分たちの職を引き受け、依頼人を弁護するのではなく、判事やひいては検事側

に協力し、メディア・キャンペーンの圧力を受けて辞職しようと考えていたとしても、驚く

べきことではない。213 この結果、さまざまな色合いを持つ弁護側は互いに対立するこ

ともあり、統一した戦略をもって公判に対処できなかった。214 国選弁護人が、寛大な

措置を手に入れるために、被告に有罪を認める虚偽の自白をすすめ、実際に、被告

がそのようにしたケースもあった。215 第三者も、被告の無実の主張は、誰も信じよう

としないし、世論に訴えかける力が非常に弱いので、有罪を認める自白という戦術の

採用を弁護側にすすめた。216 

 ラテルンザーによる裁判記録を読むと、彼が、犠牲者、凶器、犯罪現場についての

物的証拠がまったく提出されなかった点、目撃証言が専門家の批判的な検証を受け

なかった点に疑問を呈していないことを気づくであろう。ニュルンベルク裁判やドイツ

連邦裁判では、つい最近まで、さまざまなホロコースト物語の事実性に疑問を呈しよう

とする弁護人はいなかったが、この意味で、ラテルンザーは、このような裁判での弁護

側の伝統的やり方を踏襲していた。通常の殺人事件や些細な交通事故についての裁

判でさえも、被告の有罪を議論するまえに、犯罪の証拠を請求することがごく普通の

公判手順であるが、彼らにはそのようなことは思いも浮かばなかった。また、被告たち
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は裁判を待ちながら、ときには 5 年以上も拘禁されており、心理的な消耗状態におち

いっていたので、もしも、法廷や検事側に協力すれば、寛大な措置を期待できるとの

精神状態にあったが、ラテルンザーはこの点も批判していない。 

 そして最後に、アイヒマンの弁護人は依頼人と個人的に話すことを許されてはおら

ず、アイヒマンの尋問記録へのアクセスも許されなかったことを指摘しておかなくては

ならない。217 これもニュルンベルク裁判を踏襲したやり方であった。 

 

3.3.2.4. 証人 

3.3.2.4.1.検事側証人 

 リュッケルルとラングバインは218、目撃証言というものは、忘却や先入観のためだけ

ではなく、第三者やメディア報道の影響を受けて、それも個人的な経験に取り込んで

しまうことが多いために、信用できないという点を熟知している。法廷が、目撃証言の

なかの個人的な経験と第三者を介した経験を区別することはほとんど不可能であると

いうのである。 

 その一方で、リュッケルルとヘンキスは 218、囚人たちの記憶が悲惨な収容所経験の

ためにあいまいなものとなっており、このために、錯誤が生まれているが、それは仕方

のないことであると同時、またそうであるからこそ信頼できると述べている。219 その一

方で、彼らは、囚人たちは非常に恐ろしい、ぬぐいがたい経験をしたので、その記憶

は 30 年間にわたって写真のように変わることなく鮮明であるために、非常に詳しい目

撃証言は信用しうるとも述べている。220 彼らの説が正しいとしても、法廷は、写真の

ように鮮明な記憶と時と外からの影響を無意識にうけた証言とをどのように区別でき

るのかという問題は残っている。 

 エリザベス・ロフトゥスは、とくにホロコーストの証人については、反対の立場をとって

いる。ホロコーストの証人は、ホロコーストについての世界的な報道ときわめて感情的

な雰囲気ゆえに、もっとも信用できないというのである。221 彼女がこのような見解を

抱くようになったのは、彼女自身がその目で見たイェルサレムでのデムヤンユク裁判

を傍聴してからのことであった。この裁判では、検事側のすべての証人が信用できな

いことが明白であったので、無罪判決が下された。222 そして、ここには、20 年前のド

イツでの二つのトレブリンカ裁判で同じような証言を行なった証人も含まれていた。彼

らの証言はトレブリンカ裁判で信頼できるものとみなされ、裁判の結果に影響を与え

ていたのである。223 

 ドイツでの多くの裁判では、証人の信用性に関する専門家は、少なくとも証言の核

心部分関しては、信用性は損なわれていないと結論してきた。オピッツは、今後は、信

用性の検証動議は自明性にもとづいて却下されるべきであると考えている。224 リュッ

ケルルは、曖昧さと首尾一貫性のなさは目撃証言の品質証明書にすぎないと考えて

いるので225、ホロコーストの犯罪性を証明する目撃証言を検証することを咎めるべき
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であるという傾向が存在してもおかしくないと考えている。226 さらに、検事側証人は身

の毛もよだつような恐怖の体験を法廷のなかに持ち込んだので、法廷自身がこの証

言に対しては、批判的な姿勢を失い、たとえそこが法廷であっても、これらの証人たち

を、無垢で、悪意のない、無防備な犠牲者とみなしてしまった。227 そして、犠牲者の

苦難を適切に理解するには、このような衝撃的な恐怖を法廷と世論に伝えることが必

要であると考えている人々さえも存在した。228 グラビツは、「犠牲者証人」を尋問する

にあたっては、とくに、感情移入して、理解を示し、抑制的な調子をとらなくてはならな

いと説明しているが229、次のコメントはその典型である。 

 

「人間であれば、誰もがこの証人を自分の腕に抱き、一緒に泣きたいで

あろう。」230 

 

 証人たちのあるものが素性の怪しい人物であったことを示しているのは、デムヤン

ユク裁判だけではない。オピッツは231、ドイツの裁判においても職業的で復讐心を持っ

た証人が出廷しており、彼らが偽証罪で告発されたことはほとんどなく、――ドイツの

裁判がホロコーストの検事側証人に対して無批判的で軽々しく信じやすい態度をとっ

ていることを考えると当然なのであるが――、そもそも偽証をしているとさえも認めら

れなかったという事例を数多く指摘している。とくに、象徴的なのは、証人たちがある

人物を殺害したとして被告を告発したが、被害者が生きていることが判明したり、そも

そも実在していなかったり、民族社会主義者体制以前に死亡していることが判明した

ことである。232 

 ラテルンザーは、アウシュヴィッツ裁判について、NSG 裁判全体にかかわるような事

例を挙げている。すなわち、外国人証人は証言の後すぐに帰国してしまい、偽証して

いることが判明しても、再喚問することができなかった。判事も検事も検事側証人の証

言を検証するような措置はとらなかった。弁護側が検証しようとしても、過去の犠牲者

をふたたび迫害するのは間違っているとの理由で233、そのような動きは「早い段階で

摘み取られてしまった」。234 リヒテンシュタインは、検事側も法廷も目撃証言を御伽噺

であると非難した、ごくまれなケースについて報告している。235 

 グラビツはユダヤ人証人を三つのカテゴリーに分けている。236 

 

a. 客観的で、実務的な証人。グラビツによると、これらの証人は、犯罪に関与し

た人物の性格や振る舞いを詳細に証言している。さらに、しばしば、家族や同

胞の犠牲者の記憶を、証言の義務感の理由としている。ここでグラビツが見

落としていることは、まったく冷静で見識のある証言でさえもかならずしも真実

ではなく、家族や同胞の犠牲者の記憶も復讐心を持っていないことを証明す

る動機ではありえないことである。 
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b. 客観的で実務的になろうと努めているユダヤ人証人。グラビツはこのカテゴリ

ーのなかに、恐ろしい経験のために冷静さを失い、証言中や証言後に発作を

おこしたり、失神したり、悪罵を投げかけた証人を含めている。言い換えれば、

グラビツはこれらの証人の証言の主観的な性格を、彼らの恐ろしい経験で正

当化しているのである。しかし、彼らの証言する恐ろしい経験が真実ではなか

ったらどうするのであろうか。証人の証言に共感してしまって、その内容に疑

問を呈することが禁止された場合、一体どのようにその証言を検証するので

あろうか。 

c. 憎悪を抱いている証人。グラビツによると、彼らは実際の犯罪者に罪を負わせ

ることができないので、自分たちの経験した不正を無実の人々に負わせようと

したり、犯罪や不正の現場にいた人物の罪を大げさにしようとする。しかし、今

日では、これらの「憎悪を抱いた証人」は犯罪の完全な捏造を行なうことがで

きたことが明らかになっているが、グラビツはこのような事実については思い

浮かべていない。 

 

 検事グラビツの姿勢は多くの検事や判事と同一であろう。彼女は、カテゴリー(a)の

証人は信頼できるので、反対尋問をするべきではない、カテゴリー(b)の証人は部分的

にしか信頼できないが、彼らの恐ろしい経験（もちろん、真実である）ゆえに、反対尋

問をするべきではない、カテゴリー(c)の証人は、事実関係では正確であるが、実行犯

については歪曲されている、と述べているからである。換言すれば、彼女は、ユダヤ

人証人を疑う理由はまったくないと考えているのである。 

 

「これらの証人が真実を明るみに出すために証言しようとしているとすれば、

それ以外の目的で国外から自発的にやってくるであろうか。」237 

 

 なんとナイーブなことであろうか。そしてこの検事は真実を追究しているというのであ

る。 

 検事側証人は自由に証言することが許されており、弁護側でさえもこれを制止しよう

とはしなかった。238 しかし、このことが証人の信憑性を保証しているわけではない。も

っと悪いことに、ドイツの公判では、裁判議事録の作成は義務づけられていない、す

なわち、目撃証言は文書のかたちでも、録音のかたちでも、発言そのままに記録され

ていない。239 1970 年代末まで、ドイツの法廷は、裁判の重要な結末だけをまとめた

結審記録を作成していた。このために、裁判後に証言の矛盾を明らかにする証拠が

登場しても、証人の証言、被告、弁護人、検事、判事の発言を正確に再現することは

できない。70 年代末であっても、上級裁判所は結審記録の作成義務を免除されてい

た。上級裁判所は型どおりの記録だけを作成している。被告や証人の発言について
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は、「証人はこの件について陳述を行なった」とか「被告は上申書をしたためた」とある

だけである。陳述や上申書の内容はまったく記載されていないのである。いわゆる

NSG 犯罪者に対する裁判は、その犯罪の重要性（被告に証拠の尋問をともなう第二

審を否定している）ゆえに、当初からこのようなやり方で行なわれているので、法廷は、

証人や被告の証言の解釈についてまったくフリーハンドを持つことになってしまってい

る。この結果、証人が虚偽の証言をするだけではなく、証言を法廷での実際の発言に

反して解釈することが容易となってしまっている。240 メディアも、そもそもその価値に

疑問のある証言の一部だけを選別して報道している。241 

 オピッツとリュッケルルはいくつかのケースをあげて、隠れ共産主義者組織 VVN「ナ

チス体制から迫害を受けた人々組織」のような囚人団体が証人に影響を与えたり、先

入観を抱かせたことを指摘している。242 しかし、前述した調査当局による歪曲よりも

はるかに深刻なことは、東側ブロックからドイツ連邦共和国にやってきた証人が、司法

省や内務省という秘密情報機関にチェックされ、圧力を受け、裁判中には大使館や領

事館から圧力を受けていることである。政府の役人がこれらの証人を法廷に連れてく

ることもあった。東側諸国からの出国を許可されたのは、忠誠心厚い共産主義者か、

被告の有罪を証言しようとする証人だけであった。243 ナウマンは、東側ブロック諸国

のこのやり方を「異端審問」と呼び244、ラングバインは、ドイツの裁判所がこのような事

態にもかかわらず、これらの証人の信頼性に疑問を呈さなかったことを喜んでいる。
245 さらに、ラテルンザーは、アウシュヴィッツ裁判の証人が、公判開始以前に、メディ

アや裁判のために特別に出版された証人情報小冊子のなかで自分たちの話を公表

しているために、公平で客観的な証言ができなくなったと記している。その上、証人た

ちの証言は、さまざまな組織や人物によってモニターされており、そのことがまたいっ

そう先入観を強めた。246 それ以外に、多くの証人は裁判から裁判へと渡り歩き、その

つど、高額な証言料を手に入れていたことを指摘しておかなくてはならない。247 

 東側の証人の口から次から次にホロコースト物語が登場したために、ヨーロッパ、ア

メリカ、イスラエルの証人はそこから影響を受けてしまった。リュッケルルは、オースト

ラリアの証人の例をあげて、このことを明らかにしている。西側の証人は問題の事件

の全体像を明白に証言することができたのであるが、その一方で、オーストラリアの

調査官は手ぶらで立ち去ったのである。誰もそれ以上のことを思い出すことができな

かったからである。248 

 ユダヤ人証人全員を嘘つきと非難するのではなく、彼らの証言に疑問を呈しようとす

るだけであるとすれば、嘘つき以外の説明をしなくてはならない。これについては、多

くの説明がなされているが、そのうちのいくつかについて手短に論じておく。 

 グリンガウツは、ユダヤ人のものの見方、彼らの告発のやり方には偏見があると論

じた最初の人物である。 
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「過度に歴史的な観念は、ユダヤ中心的、地方中心的、自己中心的と描

くことができるであろう。その観念は、個人的な経験にもとづいて、地方的

なユダヤ人問題にすぐれて歴史的な妥当性を与えようとしている。このた

めに、回想録や報告の大半には、饒舌、過度の誇張、劇的効果、自己肥

大化、好事家的な哲学的意味づけ、自称叙情主義、検証されていない噂、

偏見、党派的攻撃、弁明に満ちているのである。」249 

 

 個人的には経験していない、あるいは経験していないとされている事件が、個人の

心理に影響を与えた事件の後ではっきりと｢思い出される｣ことがありうるかどうか。言

い換えれば、メディアや第三者を介して、恐怖について耳にしたのちに、その恐怖を時

をさかのぼって「経験」することがありうるかどうか。最近、この問題が解明された。こ

の問題がとくに意味を持っていたのは、イェルサレムでのデムヤンユク裁判のときで

ある。この裁判では、証人自身が信用できなかっただけではなく、膨大な偽造文書や

偽証が、証言の核心や土台を揺るがせていた。8 222 前述したように、目撃証言につい

てのユダヤ系アメリカ人専門家エリザベス・ロフトゥスは、人間の頭脳が、実際には経

験していない事件についての｢記憶｣を、情緒的なストレスの圧力を受けて、生み出し

ていくメカニズムを解明している。250 

 オットー・フムの最近の論文は、チフスがドイツの多くの強制収容所で蔓延し、数万

の人命を奪っていたとき、患者が幻覚状態におちいっていたのを明らかにしている。も

しも、適切に処置されなければ、回復した患者はこれらの幻覚を実際の出来事として

信じたかもしれないというのである。251 

 ハンス・ペデルソンは、前世紀初頭にデンマークで起こった事件にもとづいて、もっと

心理的な説明をしている。すなわち、若いユダヤ人女性が、世間の関心を引き、より

高い社会的地位を手に入れるために、自分自身を傷つけて、障害者であるふりをして、

自分の醜い容貌を世間に見せたというのである。彼女は自分の保護者や好奇心を持

つ人々すべてを欺き、そのなかには、彼女の不可解な肉体を説明するために招請さ

れた著名な医師たちも入っていた。このケースでもっとも驚くべきことは、不安な青春

時代にはまったく普通の振る舞いである若い女性の振る舞い自体ではなく、専門家た

ちが、この少女の純粋な意図、彼女の行なった生理学的な奇跡の現実性を信じようと

したために、詐欺の兆候を見逃してしまったことである。252 

 また、ハワード・スタインは、ホロコーストが近代ユダヤ人のアイデンティティの中心

となり、大半のユダヤ人は、殉教者についての集団的空想物語を作り上げることで、

そのアイデンティティに自己を埋没させているという、説明を行なっている。253 さらに、

ユダヤ人側は、実際のホロコーストと想像上のホロコーストをユダヤ人の若い世代に

再体験させることによって、彼らの心に｢トラウマ｣を残し、それを介して、若い世代が

自分たちの民族と「肉体的なアイデンティティ」と連帯感を持つように、たえず要求して
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いる。254 したがって、今日、ホロコーストは、ユダヤ人全員ではないとしても、少なくと

もイスラエル国民の「市民宗教」の核心とみなされている。255 

 多くのユダヤ人を病理学的とでも呼べるほどホロコーストにしがみつかせようとする

傾向に対しては、ユダヤ人の側からさえも厳しい批判が寄せられている。256 もっとも

著名なホロコースト作者の一人、ノーベル賞受賞者のエリー・ヴィーゼルでさえも、ホ

ロコーストをユダヤ人のアイデンティティの中心とすべきではないと諭している。彼は

｢ホロコーストにとりつかれてはならない｣との題で次のように記している。 

 

「ユダヤ人の歴史のなかで、あまりにも大げさに、ホロコーストがその中心

となってしまっている。われわれは先に進まなくてはならない。悲劇を詳し

く語ろうとするユダヤ人の傾向がある。しかし、ユダヤ人の歴史はそこで

は終わらない。」257 

 

 デムヤンユク裁判が終わろうとする 1993 年 1 月、アメリカに亡命したウクライナ人、

ポーランド人医師の会議が開かれたが、そこでは、多くのユダヤ人が強制収容所での

本当の体験、ときとして恐ろしい体験を忘れてしまって、その体験をメディアが広めた

殉教者の集団空想物語、恐怖の御伽噺と置き換えてしまっており、しかも、その話は、

ユダヤ人共同体の中で、アイデンティティをかたちづくる効果を持つために、とくに精

力的に回覧されている、との結論が出された。こうした現象は、医学研究書のなかで

すでに論じられており、ホロコースト生存者シンドロームとよばれているというのである。
258 

 

3.3.2.4.2. 弁護側証人 

 検事側証人と比べると、弁護側証人に対する法廷の扱いは非常に異なっていた。ぞ

っとするような事例は、ヴァイゼ裁判のケースである。この裁判では、多くの弁護側証

人が出廷して、証言するはずであった。しかし、彼らは裁判所から召喚されもせず、召

喚されても、彼らの証言は（その趣旨とは逆に）犯罪を証明しているものとみなされた

り、犯罪を証明する証言だけが犯罪の事実を明確にすることができるとの理由で、不

適切であるとみなされてしまった。犯罪について何も知らない人は、間違った時期に、

間違った場所にいたにすぎないというのである。259 10 名以上の弁護側証人がまった

く無視され、ヴァイゼは、たった一人の検事側証人の証言にもとづいて有罪とされてし

まった。リーガーは、弁護側証人が、彼らが嘘をつくのはミステリーであるとのコメント

をつけられて、侮蔑的に退廷させられた別の裁判のケースについて報告している。260 

弁護側証人であったブルクは、たえず脅迫され、肉体的な攻撃さえも受けたと報告し

ている。261 

 原則的に法廷は、問題となっている時期に強制収容所やゲットーに拘禁されていな

 30



かったドイツ人弁護側証人には不審の目を向けた。彼らが、検事側証人の言うところ

の虐殺行為を知らなかったり、そのことについて議論しようとした（これが一般的だっ

た）なら262、信頼できないとみなされ、宣誓も行なわれなかった。263 グラビツ検事は、

このような証人に対して、被告に対してと同じような嫌悪感を抱いており、できれば、

顔をひっぱたいてやりたいと考えていた。264 リュッケルルは彼らが偽証しているので

はないかとほのめかしており265、実際に、偽証の咎で訴追された証人もいた。266 リヒ

テンシュタインは、このような｢無知な｣証人が嘘と偽証でひとまとめに告発され、逮捕

の脅迫、実際の逮捕が繰り返し行なわれたケースを報告している。267 彼は、自分は

単純明快な真実を証言するつもりであると述べた証人に対する判事の回答を引用し

ている。 

 

「お約束しますが、あなたはその真実のために処罰されることでしょう。」
268 

 

 アウシュヴィッツ裁判では、証人ベルンハルト・ヴァルターは、その証言が検事側に

気に入られなかったために、内容を修正するまで逮捕されていた。269 裁判所のこの

ような振る舞いは、証人たちを威嚇したに違いない。しかし、リヒテンシュタインは、す

べてを否定するような証人がいたことに憤っているだけである。270 イェルサレム裁判

でアイヒマンのために証言しようとしたドイツ人弁護側証人は、検事側によって逮捕す

るとの脅迫を受けていたために、公判から立ち去らなくてはならなかった。271 

 ガリンスキーは、強制収容所の看守全員をテロリスト組織の一員であった咎でまと

めて処罰するべきであると要求したが、彼の姿勢は「収容所とゲットーの外にいた」ド

イツ人証人のディレンマを象徴している。272 リュッケルルは、第三帝国時代にはテロ

リスト組織という法的概念は存在せず、現行法を遡及的に適用することはできないと

の理由で、彼の要求を却下できると説明している。273 にもかかわらず、彼その他多く

の人々が、事件に何らかのかたちで関与した第三帝国時代の人物はそれだけで監獄

に足を踏み入れているとみなしている。274 憎悪という動機を持つ証人は、どのような

人物であれ、その人物の当時の職務だけの理由で、その人物を犯罪者とみなしてし

まうというのである。275 ラングバインは、すべての SS 隊員が悪の化身であるという多

くの囚人の見解に一つの章全体をあてており276、ホロコースト生存者全員がドイツ人

全員に対する永遠の告発者であることさえも認めている。277 したがって、ごく少数の

SS、SD、ドイツ国防軍、警察出身の弁護側証人だけが、腹蔵のない率直な証言を行

なう心臓を持っていたにすぎない。検事側証人は、あらゆる種類の犯罪のつじつまを

合わせる能力を駆使して、弁護側証人の証言から、彼らの首を絞めるロープを作るこ

とができたので、腹蔵のない率直な証言を行なう弁護側証人がごく少なかったのは当

然である。反ドイツ人的・反ドイツ国家的裁判が見世物裁判であったことは、思慮深い
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観察者にとっては明白であろう。 

 弁護側証人がわれを忘れて、ガス室については何も知らなかったと主張したり、ひ

いては、その実在性について議論しようとしたりすれば、最小限、彼らは信用できない

とされてしまうであろう。判事でさえも口汚くののしるかもしれない。278 しかし、判事は、

かつての SS 隊員が自白している例外的なケースでは、その口調を変えてこう述べて

いるのである。 

 

「価値のある証人とは、誰もが何らかのかたちで知っていることを確証す

る数少ない人々の一人である。」279 

 

 この著者の言っていることはまったくの図星である。すべてのことが「法廷に顕著な

事実」であり、自明のこととみなされているので、丹念な公判を重ねる必要はなく、典

型的な見世物裁判によくあるように、検事側証人の証言が終わるとすぐに、判決を書

けばよいことになる。 

 このような雰囲気のなかで、法廷は、弁護側証人は調査に値するようなものを何も

提供していないと結論し、その証言を無視したり、ひいては、最初から召喚すらもしな

かった。280 

 

3.3.2.5 被告 

 

 SS などの組織出身の証人でさえも危険な状況であったので、ましてや被告の立場

は絶望的だったとしか言いようがない。彼らは検事側証人やメディアの抑制のない憎

悪と悪意のターゲットであった。281 前述した状況を考えると、被告の大半が犯罪に関

与したことに実際に異議を唱えることができたとすれば、それは奇跡のようなものであ

る。犯罪が「自明の事実」とされていたので、被告たちの多くは、その事実に意義を申

し立てたりすれば、法廷の信用を失ってしまうので、犯罪自体には異議を申し立てな

かった。被告たちは犯罪とされた事例に驚きと嫌悪感を表明した。イェーガーは次の

ようにコメントしている。282 被告たちが驚きを表したのは、戦術的な配慮からであった

かもしれないし、外部世界から影響を受けて心変わりしたためであったかもしれない。

それゆえ、彼らが問題の時期に有罪を自覚していたと言い難い、というのである。しか

し、次のことを付け加えておきたい。その当時の日記、書簡、演説などに記録されてい

るいわゆる実行犯の話は非常にあいまいなので283、彼らがまったく罪を自覚していな

かったがゆえに、彼らの驚きを犯罪の証拠とみなすことはできない。 

 しかし、被告が自分たちへの告発に反論もせずに、思い出すこともできなかったこと

も多かった。彼らは、犯罪への関与を否定し、見知らぬ人物、死亡した人物、消息不

明の同志に罪を転嫁しようとしたにすぎなかった。284 法廷と検事側は、被告の自己
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弁護を自分の罪を覆い隠そうとする嘘と解釈した。285 多くの被告はありとあらゆるトリ

ックを使って、犯罪現場と犯行時期から自分たちを遠ざけようとしたが、なかなかその

ことに成功しなかったというのである。このような戦術はあまり成功しなかった。しかし、

被告には犯罪自体を否定するチャンスがまったくなかったのであるから、こうした戦術

の採用は理解できることである。被告は、このように絶望的な弁護戦術を取らざるを

えなかったので、自分たちに対する告発の多くに対して沈黙を余儀なくされた。フラン

クフルトでのアウシュヴィッツ裁判の裁判長は次のように述べているが、それは重要

である。 

 

「もしあなた方が沈黙の壁の後ろ側に隠れようとしなければ、かなり真実

に近づくことができたでしょう。」286 

 

 だが、この判事はいったいどのような真実を耳にしたかったのであろうか。何人かの

被告は、心臓病、精神衰弱、ヒステリーになって始めて、ある程度の罪を認めた。287 

被告全員が証人による際限のない嘘につねに憤っていた。288 

 被告たちは、有罪を宣告され、数年間の懲役、ひいては終身刑を受けてからでさえ

も、罪を認めるのを「頑迷に」拒み続けたが、この種の犯人にとってはまったく異常な

ことであった。彼らには、後悔、謝罪、罪の自覚はまったく無縁であった。289 少数では

あったが、罪を認めた例も存在した。しかし、その場合でも、精神状態が分裂していた。

すなわち、犯人とされた人々は、後悔して、心から贖罪しようとはせずに、どこか別の

ところに罪状を探し、問題の行為の正当化を図り、自分たちへの不正に不満を言い続

けた。ゼレニイ290とドラバー291は、良心と自覚というレベルと自己疎外化と自覚の混乱

というレベルの二つが存在したと述べている。 

 典型的な事例は、オズヴァルト・カドゥクのケースである。彼はアウシュヴィッツ裁判

の被告で、非常に素朴な精神の持ち主であった。彼はひどく苦しんだので、神経症と

なり292、自分を弁護する証言さえも拒もうとし293、最後には、あきらめの気持ちで次の

ように語った。 

 

「私は殺人犯です、だから私のことを信じる人は誰もいないでしょう。」294 

 

 カドゥクが完全に心理的な混乱状態におちいっていたことを知れたければ、デマント

が彼およびアウシュヴィッツ裁判の有罪判決を受けた二人の被告に行なったインタビ

ューを参照すればよい。288 これを読めば、この裁判がいかに滑稽なものであったの

かに衝撃を受けざるをえないであろう。 

 このような状況を考えると、ラングバインが次のように主張しているのは、噴飯もの

である。 
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「彼ら［被告］が誇張された告発を却下・否認したりするのを押しとどめるも

のは何もない。」295 

 

 オピッツは、NSG犯罪で有罪となった被告が刑期の終了後にその政治活動を監視さ

れた、すなわち、警察国家による前代未聞なほどの不法な監視の下に置かれたこと

を批判しているが296、この批判は、NSG 裁判への最後の一撃である。これらの囚人が

修正主義者として活動してほしくないというのがわが国の願いであったに違いない。

恩赦で釈放された囚人にたいしても同様であった。彼らは、修正主義的な振る舞いを

すれば、即座に逮捕されると脅迫されていたので、独立した研究者と接触することも、

半世紀前の事件についても話したがらなかった。たとえば、トレブリンカ収容所長であ

ったクルト・フランツは 1994 年に恩赦で釈放されたが、再逮捕を恐れているとの理由

で過去を語ることを拒んでいる。297 ドイツの裁判所がトレブリンカの判決で述べてい

ることすべてが正しいとすれば、彼には過去を語る理由がまったくないであろう。298 

 ヘルゲ・グラビツは299、身の毛もよだつような犯罪と被告たちの善良さ、上品さとのと

のあいだの深淵を念頭において、悪の日常性というハンナ・アレントの考察 182 に同調

している。被告が強情に否認し、犯罪と犯罪とされているものとのあいだのコントラスト

が際立っているのは、犯罪が実際には起こらなかったためであると推論することも可

能であったろう。しかし、グラビツは、このような「魅力的な」推論を、冷笑的に証拠に

挑戦するものとして即座に拒んでいる。300 

 

3.3.2.6. 世論の反応 

 NSG 裁判は民族社会主義者の虐殺行為といわれているものの歴史的な構図を描こ

うとした。しかし、3.3.2.2.で指摘したように、これらの裁判はきわめて見世物裁判的な

性格を持っていた。さらに、NSG 裁判は、世論の教育という意味でも非常に重要な役

割を果たした。すなわち、世論の誘導操作が頻繁に行なわれた。たとえば、アウシュ

ヴィッツ裁判検事フリッツ・フリッツバウアーもこの事実を認めている。301 『フランクフ

ルター・アレゲマイネ・ツァイトゥング』紙の記者ナウマンも同様であり、アウシュヴィッ

ツ裁判が「倫理的、社会的、教育的に重要であった」と記している。302 そして、裁判の

「黒幕」ラングバインも、次のようにコメントしている。 

 

「この犯罪裁判の特別な要素は、その政治的インパクトである。」303 

 

 リュッケルルは、民族社会主義者の犯罪を「清算すること」は、「刑事訴追以上に、ま

ったく公的にも、歴史的にも適切なことである」と書いている。そして、次のようにも記し

ている。 
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「歴史研究と犯罪調査が行なわれた結果、その結果は、いかに不愉快な

ものであろうと、通りを行く人々に、心に刻むべきもの、関心の中に入れて

おくべきものとして印象づけられた。」304 

 

 シェフラーは、NSG 裁判はわれわれの社会の存在自体にかかわるテーマを扱って

いるがゆえに、世論の関心の中心となるべきであると首尾一貫して提案しており305、

シュタインバッハによると、NSG 裁判はドイツ人のアイデンティティを形作るのに重要

な貢献をしたというのである。306 

 こうした主張の論理的帰結として次のような事態が生じた。すなわち、学校や軍隊で

は教育的な理由からこのような裁判を考える機会を定期的に設定し307、ユダヤ人組織

やイスラエルからの有名人もそこに出席する308というのである。ユダヤ人は、イスラエ

ルでのアイヒマン裁判とデムヤンユク裁判が何週間も関心の対象となったのはイスラ

エルのメディアに対してだけであり、見世物裁判的な性格を持っていたと臆面もなく認

めているが、彼らのほうがドイツの公判よりもはるかに正直であろう。309 

 クレーガーは、1960 年代中ごろのドイツ国民の多数は NSG 裁判を終わらせようとし

ていた310のに対し、出版メディアは、世論を「教育的にのぞましい方向」311に誘導する

裁判の永続化312を一致して望んでいたと指摘している。彼はまた、出版メディアによる

裁判批判は、寛大な恩赦が出されたときになされた、すなわち、厳罰を要求したとも指

摘している。313 ボンヘーファーは、1970 年代までは見世物裁判の情報についての世

論の要求がなかったにもかかわらず、ドイツの出版メディアは非常に詳細にこの裁判

について報道したと指摘している。314 リヒテンシュタイン315とシュタインバッハ316による

と、1970 年代末と 1980 年代初頭には、NSG 裁判を拒否する強い流れが存在したが、

そのあと突然、学校のなかで教育を受けた若い世代によってだけではなく、テレビ番

組の『ホロコースト』によって、世論の流れが劇的に変化した。317 さまざまな団体が、

ヨーロッパの教育と誘導というメディアに付託された使命を指摘してきた。318 『ノイエ

ス・エステルライヒ』紙は、NSG 裁判の目撃証言に触れて、「被告が否定できなかった

ことは何であれ、たとえどんなに途方もないことであっても、たしかに起こったのであ

る」319と述べているが、このようなコメントは、不幸なことに、わが国のメディアに特徴

的である。 

 換言すれば、NSG 裁判では、立証されなくてはならないのは被告の有罪ではなく、

ありとあらゆる告発に対する被告の無罪であったが、そのようなやり方に、世論も同

意していた。しかし、それは、中世の異端審問のやり方であったのである。 

 国外では、1978 年の国際的アピールに見られるように、民族社会主義者の犯罪に

は時効を許さないというのが、NSG 裁判に対する顕著な反応であった。320 殺人罪に

関するドイツ刑法の時効期限はすでに二度にわたって延長されていたが321、このアピ
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ールはその後に出されており、その唯一の目的は民族社会主義者の犯罪とされる事

件に対する訴追を恒久化することであった。リヒテンシュタインは、この条項について

1979 年に議論が行なわれていたとき、サイモン・ヴィーゼンシュタールは、多くの言語

で書かれた抗議の郵便葉書を作り、これを西ドイツ政府に送るようにとの要請をつけ

て配布したと記している。322 シュタインバッハは、この条項についての西ドイツ議会の

議論323をドイツの議会制度のなかでの特筆すべきものと書いているが324、この点はま

ったく正しい。 

 以上のように、終戦から 50 年以上も経過し、犯罪とされるものが犯されてから半世

紀以上もたった 1997 年であっても、NSG 裁判は目撃証言にもとづいてだけ進められ

ている。さらに、統一ドイツでも、すでに有罪を宣告された人々だけではなく、今まで当

局の手の届かないところにいた人々までもが訴追され続けている。ラングバインは

1965 年にすでに、この事態を予言している。 

 

「したがって、もっと幅広い調査が行なわれれば、すでに有罪が立証され

てはいるが（ママ）、西ドイツやオーストリアでは逮捕できなかった多くの

SS 隊員が東ドイツで発見されることであろう。」325 

 

 このような永遠に続く魔女狩りが可能となったのは、法律の改正によってであった。

この改正は被告の裁判事情を過去にさかのぼって悪いものにしていった。ヘンキスに

よると、公判は、人権を侵している事後法にもとづいているというのである。326 

 さらに重要なことに、いわゆる民族社会主義者の犯罪人は、死んでからも、安息の

地を見つけることを許されていない。終戦以来、ヒトラーがまだ生きているとか、彼の

死体がついに発見されて、検死を受けているというような噂が、メディアを介してたえ

ず流されている。このような噂が、民族社会主義者の殺人者とみなされている人々の

運命と安息の地をめぐる多くの記事を補足している。327 

 

3.3.2.7. 要約 

 専門家は、目撃証言がほんの数年間の間に実際上価値をほとんど失ってしまうこと

を認めている。にもかかわらす、人々は、あらゆる点でまったく信用できないような目

撃証言を、該当する事件が起こって数十年たっても信じ続けている。無罪を証明する

ような証拠は抑圧されているのかもしれないし328、本来ならば、監視人の役目をはた

すはずのメディアは、このゲームに参加しているだけではなく、もっとフレーム・アップ

するように要求してきた。 

 換言すれば、特定の犯罪を扱う裁判では、犯罪自体が揺るぎのない事実とみなされ、

強制収容所で働いていたドイツ人はすべて犯罪者かその共犯とみなされているので、

犯人の存在自体も自明のこととされている。この自明性を率直に述べている証人もお
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り、彼らは、強制収容所で働いていたという事実だけで処罰を要求している。こうした

状況のもとで裁判に関与する人々は、証人であれ被告であれ、犯罪自体に対して疑

問を呈することはできなかった。被告が疑問を呈すれば、もっと重い処罰を科せられ

るであろうし、証人が疑問を呈すれば、自分自身が罪に問われたり、少なくとも、失業

やそれ以上の社会的制裁を受けることになるからであった。 

 このような法律違反の状況の中で被告ができることといえば、「犯罪」のなかでの自

分の役割を低く見積もったり、他人に罪をなすりつけて、責任を逃れることであった。

他人に罪をなすりつけて告発することは、検事側と法廷の友人となる確実な道であっ

た。検事側は自白と協力の報酬として、減刑し、そして、新しい犯人を見つけ出すこと

ができたが、これは、犯罪自体が争点とならなければ、偽証を強制する法廷技術であ

った。 

 今日、多くのヨーロッパ諸国では、中立的な研究者でさえも、ある事件は起こらなか

ったという仮説を立てて、ホロコースト研究をすることはできない。彼らが、そのような

仮説を立てれば、事件の自明性を根拠として、その仮説の検証なしに、非難され、社

会的な立場を失ってしまう。1992 年、デュッセルドルフの地方最高裁と控訴裁判所は、

連邦最高裁の決定にしたがって、まったく新しい証拠、それまでの証拠を覆すような

証拠が提出され、再審が必要となれば、自明性は覆るとの決定を下した。329 

 しかし、自明性を覆すような新しい広範囲な科学的・物的証拠が提出されても、法廷

はそれを却下している。1993 年、ドイツ連邦最高裁は、弁護側が控訴理由に自明性

の再検証という動議を出し、それを法廷が却下したとしても330、ホロコーストの自明性

ゆえに適切な法的処理であると裁定した。139 それゆえ、ホロコーストは、法律的に保

護された歴史観であり、その判断はまったく不可侵とされているのである。これは、ま

ったくの異端審問であり、学問の自由、表現の自由という人権を大きく侵犯している。 

 不幸なことに、今日まで、このことが法の支配の下にある国家にとって破局的な事

態であることを認めている法律家は一人もいなかったし、誰が殺人者であるのかとい

う問題を決定する前に、犯罪、凶器、犠牲者、および目撃証言と文書資料を近代法医

学的に検証するべきであると要求する法律家も一人もいなかった。ごく最近になって、

このような法律家が登場するようになったが、彼らは誹謗中傷を受けるだけではなく、

訴追や連邦最高裁の前述の裁定のために、まったく成果を上げることができないでい

る。 

 1966 年、ニュルンベルク裁判首席検事補ケムプナーは、ニュルンベルク裁判の審理

手順はドイツやその他の法廷の手順とは異なっていないと主張したが331、われわれは

この見解については彼に賛同する。 

 

4. 中世の魔女裁判との類似性 
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 ほかのどの犯罪よりも邪悪であるとみなされている犯罪がある。虐殺犯罪である。

目撃証言によると、この虐殺犯罪には、人類が考えつくなかでもっとも恐ろしい殺戮手

段が含まれていた。さらに、環境に害を与え、環境を破壊したというのである。このよう

な犯罪はそれが露見するやいなや、検事によって直接訴追され、このような悪魔的な

犯罪は通常の方法では対処できないがゆえに、法廷は正式の審理手順を守らなくて

もよいとされた。死でさえも犠牲者を迫害から守ることはできなかった。彼らの死体は

あとかたもなく焼却されたからというのである。 

 このような犯罪が告発の対象となった当初、被告やひいては証言をしぶる証人も残

酷な拷問の対象となり、その後は、このような方法は使われなくなった。肉体的な拷問

に変わって、狡猾な心理的尋問、裁判を待つ長い拘禁という方法が使われた。そして

最後に、これらの犯罪についての多くの物語が、あらゆるメディアを使って広められ、

公式の文書に記録された。その結果、誰もが、犯罪の内容を知るようになった。個々

の犯罪についての目撃証言の中身は、非常によく似かよっており、別々の人物が同じ

ような証言をしたので、事件に関与していない人々は、それらの話が真実であるに違

いないと思い込むようになった。 

 証人の多くは匿名で証言した。自分たちの証言の信憑性について神聖なる宣誓を

行なわなくてはならない検事側証人は、その証言によって、高額の報酬を得ていた。

彼らの証言が検証されることはなく、弁護側が反対尋問することもなかった。偽証が

明らかとなっても、何の処罰も受けなかった。矛盾を抱え、不合理で、物理的に不可

能な証言でも信頼できるとされた。 

 犯罪自体やそれへの関与を否定した証人や被告は、頑固な嘘をついた咎で訴追さ

れたり、もっと重い刑罰を科せられた。彼らは、自分たちの悪魔的な行為を認めようと

せず、後悔もしないで、悪魔の所業を否定しようとしなかったからであった。被告たち

は、有罪を認めることが寛大な措置を期待できる唯一の希望であることを悟っていた

ので、拷問がもはや行なわれなくても、虚偽の自白を行なうようになっていた。第三者

を告発することは裁判に協力する手段となり、その見返りに、寛大な判決や、ひいて

は釈放を手に入れた。 

 法廷が犯罪に関係する物的証拠を認めるのはごくまれであった。殺されたとされた

人々が生きていたり、何年も前に自然死していても、法廷がその事実に動かされるこ

とはまれであった。のちに、犯罪の自明性という条項が導入されると、その条項が最

初から反証に対する障害となった。 

 弁護側は、法廷と世論からつまはじきになりたくなければ、犯罪自体に疑問を呈す

ることは許されず、その当時の定説を受け入れなくてはならなかった。もしも、犯罪自

体に疑問を呈すれば、弁護人自身が被告の所業に共感する一味とみなされ、自分自

身が裁判にかけられることになった。また、弁護側は事件の資料にアクセスすること

が許されず、自分の依頼人とプライベートに話すこともできなかった。 
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 以上のような事態は、ソルダンがその古典的著作『魔女裁判史』332で調査・研究した

中世の魔女裁判の状況である。 

 このような状況がこれまで述べてきたような現代の裁判と似ているとすれば、それは

偶然なのであろうか。 

 

5. 結論 

 以上のような NSG 裁判の状況のもとでは、この裁判での目撃証言と自白にはまった

く証拠としての価値がないといわなくてはならない。科学的な観点からすれば、このケ

ースではとりわけ、目撃証言は歴史的事件を記述するのには十分ではないし、まして、

法廷でそれらを立証するのにも十分ではない。 

 自白や供述は、拷問、訴追・重罰・拘禁の長期化という脅迫、個人の生活や職業へ

の脅迫によって、ならびに見世物裁判によるまったくの絶望と無力によって、実行犯と

された人々と関係者から引き出された。同じような手段が検事側証人を操作するのに

も使われ、彼らは自分たちの証言を捏造したのである。これらのケースでは、暴力に

よる脅迫とならんで、メディア、政府機関、司法機関、私的な団体による意図的な捏造

も重要であった。さらに、検事側証人たちには絶対的な自由が保障され、彼らは反フ

ァシズムの英雄として描かれ、彼らの復讐願望は奨励された。その結果、彼らの証言

は馬鹿げているほど矛盾しており、誇張されてしまった。その典型的な事例のいくつ

かが本論文の末尾にリストアップされている。 

 このような事態となってしまった決定的な前提は、何らかの点で民族社会主義者の

犯罪とかかわったとされている人々、民族社会主義者の犯罪の実在性に疑問をもっ

ている人々に対していかなる訴追や中傷も許されるという、世界中に広まっていた空

気であった。これらの犯罪は前代未聞の犯罪であるとされたために、ナチ・ハンターや

原則的な反ファシスト的見解――それは、政治やメディアのなかだけではなく、大衆に

も広まっていた――の守護者たちは、道徳の面で、まったく盲目となってしまい、常識

の支配・法の支配による正義が停止されてしまった。その結果、このような状況に対

応した裁判は、まったく中世の魔女裁判に等しいものとなってしまった。 

 一般の人々の多くがそのような態度をとっているが、本書のような著作が今日まで、

理性的な議論ではなく、断罪を求めるヒステリックな叫び声でむかえられているという

事実が、その証拠である。大声を上げている人々は、本書の全体を読んだこともなく、

典拠資料を検証して、その内容の信憑性を確認しようともしないのである。つまり、今

日であっても、真実であることが許されていないがゆえに、真実ではありえないような

物事が存在するのである。 

 このような事実すべてを考慮すると、次のように考えることができる。すなわち、こと
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ホロコーストに関するかぎり、われわれの社会は、ホロコースト生存者シンドローム 258、

異端的見解を抱く人々に対するあらゆる種類の社会集団――ドイツの司法制度も含

む上層部までの――のヒステリックな訴訟マニア333、そしてもちろん、学校、政治の場、

メディアでの際限のない嘆きと共感の儀式がつちかった永続的な大衆的暗示状態に

ある。ベンダーは次のようにコメントしている。 

 

「ややもすればヒステリーと違わないような大衆暗示は、誠実なオピニオ

ンリーダーよりもはるかに強力な影響力を持っている。その要因は、荘厳

な儀式334、決まり文句の繰り返し335、感情をかきたてるようなシグナル（音

楽、旗など）336である。さらに、とりわけ、大衆暗示は、識別力の極端なま

での鈍化をもたらす。」337 

 

 ホロコーストについての証言が登場した環境すべてを考慮すると、それが告発して

いる事件がありえないだけではなく、ホロコーストの定説とは反対の主張の方が真実

なのではないだろうかという疑問が生じるであろう。だからこそ、定説派は、不正な手

段、ひいては法律に反するような手段を用いて修正派に対処せざるをえないのであ

る。 

 その一方で、現代史家は、苦痛にみちながらも、目撃証言が信用できないものであ

るとの結論に達している。338 しかし、現代史家は松葉杖をついている。たとえば、ノル

テは、ホロコーストについての証言は誇張されているかもしれないが、同じ種類のもの

をあからさまに発明することは不可能であると説明している。339 オピッツによると 224、

多くの精神分析学者と心理学者は、ホロコーストの証言は同じ内容、少なくとも似たよ

うな内容を証言しているので、すべてのホロコースト証言の核心が事実であることは

まったく疑いがないと繰り返し断言してきたが、ノルテは彼らに同調していることにな

る。 

 しかし、いったい誰が、どのようなルールにもとづいて、目撃証言のどの部分が腐っ

た皮であって、どの部分が新鮮な中身であると決定するのであろうか。 

 第一次大戦では、連合国は、尼僧の乳房が切断された、市民の爪が切られた、子

供の手が切断された、死んだ兵士の脂肪で石鹸が作られた340、ガス室でセルビア人

がガス処刑された、などと宣伝したが341、これらの専門家たちは、このような恐ろしい

物語がまったくの創作であったことをどのように説明するのであろうか。 

 第二次大戦では、コンベア・ベルト処刑、コンベア・ベルト電気処刑、溶鉱炉での焼

却、真空や蒸気での殺戮342、戸外焼却でのたまった脂肪、そこからの黒煙、血を吹き

上げる大量埋葬地、人間の脂肪からの石鹸、人間の皮膚からの電灯の傘、囚人の死

体からの縮んだ首など343の虐殺物語が、連合国とその同盟国によって発明されたが、

これらの専門家たちはこの嘘をどのように説明するのであろうか。 
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 さらに、旧ドイツ帝国領内の強制収容所（たとえば、ダッハウ、ザクセンハウゼン、ブ

ッヘンヴァルト、ベルゲン・ベルゼン）でのチクロン B やディーゼルエンジンの排気ガス

をつかった大量ガス処刑の恐ろしい物語が、現在はドイツの友人となっている西側民

主主義国によって発明された、まったくの嘘であることが明らかとなっている。だとす

れば、歴史家たちは、ドイツに対して敵対的な共産主義的、独裁的東側ブロックでの

チクロン B やディーゼルエンジンの排気ガスを使った大量ガス処刑の物語がまったく

の真実であると、いったいどのようにして説明するのであろうか。 

 そして、最後に、本書は、ホロコーストの核心での物的証拠と目撃証言とのあいだに

ある矛盾を指摘しているが、これらの専門家たちはどのようにこの矛盾を説明するの

であろうか。 

 多くの供述は真実の核心を含んでいるかもしれないが、そのような証言が数多くあ

るからといって、その核心が確証できるわけではない。大多数の証言がそのようなこ

とが可能であったと証言していても、不可能なことは不可能なのである。 

 

6. 民族社会主義者の虐殺行為とされている事例に関する馬

鹿げた主張の事例344 

・ 実在しないガス室のなかでの 6 回のガス処刑を生き延びた子供345 

・ ナチスがガスを節約したので 3 回のガス処刑を生き延びた女性346 

・ 毎日一人のユダヤ人を食べる檻のなかの熊と鷲の物語347 

・ 血を吹き上げる大量埋葬地348 

・ 盛り上がって、爆発する大量埋葬地349 

・ RIF――Reine Juden Seife（純粋ユダヤ人石鹸）――と刻印された人間の脂

肪からの石鹸生産、石鹸の荘重なる埋葬350 

・ SS は焼却棟で人肉ソーセージを作った（RIW Reine Juden Wurst）351 

・ 人間の皮膚から作られた電灯の傘、ブック・カバー、SS 将校用の自動車運

転手袋、鞍、乗馬ズボン、スリッパ、婦人用ハンドバッグ352 

・ 人間の皮膚から作られたキャンバスに描かれたポルノグラフィックな絵353 

・ ブッヘンヴァルト収容所長コッホの妻イルゼ・コッホの家で明かりのスイッチ

として使われていたミイラ化した人間の親指354 

・ 囚人の死体からの縮んだ首の製造355 

・ 人骨を作り出すための酸の風呂もしくは沸騰したお湯の風呂356 

・ 強く引き伸ばされたので、バケツを飛び跳ねさせてしまった処刑された囚人

の足から切断された筋肉357 

・ SS 隊員が赤ん坊を空中に投げて、それを撃ち、SS 隊員の 9 歳になる娘が
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「パパ、もう一度、もう一度」と拍手しながら叫んだという話358 

・ ヒトラー・ユーゲントが射撃の的としたユダヤ人の子供359 

・ （実際には存在していない）アウシュヴィッツの地下焼却棟に向かう坂道を消

えていくワゴン360 

・ 囚人たちに階段をなめさせて清掃し、口でごみを集めさせたという話361 

・ 囚人の目に注射して目の色を変えたという話362 

・ アウシュヴィッツでの女性の人工不妊363 

・ クルップ社が特別に大量生産した「拷問ボックス」での拷問364 

・ 自白を強要するために木製の弾丸を使った拷問365 

・ 特別な平手打ち機366 

・ コップに入った液体青酸を飲ませることによる殺害（科学的に考察すると、こ

の液体青酸はすぐに蒸発し、コップに注いだ人々の命も危険にさらしてしま

う）367 

・ 毒の入ったソフト・ドリンクでの殺害368 

・ 高圧電気を使った、地下の広い部屋での大量殺戮369 

・ 原子爆弾を使って 20000 人のユダヤ人をトワイライト・ゾーンに吹き飛ばすこ

と370 

・ 真空室、熱い蒸気、塩素ガスでの殺害371 

・ 熱い蒸気室での大量殺戮372 

・ 木を切り倒すことによる殺害、人々を木に登らせて、木を切り倒す373 

・ 砂を食べさせて少年を殺したという話374 

・ 石切り場でのソ連軍捕虜のガス処刑375 

・ トレブリンカでの車輪のついたガス室、それは犠牲者を直接、焼却壕に投げ

込んだ。遅効性の毒ガスであったので、犠牲者は自分でガス室を出て、大量

埋葬地に歩いていったという話376 

・ 速成の可動式ガス室377 

・ 死ぬまで人を殴り、その後で、死因を探るために検死室に運んだという話378 

・ アウシュヴィッツのガス室にシャワーヘッドか鉄ボンベを介してチクロン・ガス

を注入したという話379 

・ 電気式コンベア・ベルトによる処刑380 

・ ラジオを聴きながら、ペダルでこぐ頭脳破壊機を使って人々の頭を打ち砕い

たという話381 

・ 溶鉱炉での死体の焼却382 

・ 燃料をまったく使わない死体の焼却383 

・ 戸外焼却の現場から人間の脂肪をすくいとる話384 

・ 数万の死体が埋められている大量埋葬地を数週間で跡形もなく取り除いた
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という話、ドイツ人による奇跡的な早業385 

・ ザクセンハウゼンで 84 万人のロシア軍捕虜を殺害し、4 つの可動式炉で焼

却した話386 

・ 爆発、すなわち吹き飛ばしによって死体を取り除いた話387 

・ ビルケナウのガス室での SS 隊員の自転車レース388 

・ 一人の SS 隊員が、ユダヤ人の母子という赤の他人への同情から、最後の瞬
　 間に自発的にガス室に忍び込んで、彼らと一緒に死のうとした話389 

・ 青酸（無色）によるガス処刑の後の青いもや390 

・ ガス室での犠牲者による国家やインターナショナルの斉唱、これは共産主義

者による虐殺宣伝の証拠である391 

・ ガス処刑直前に 12 歳の少年が収容所の子供たちを前にして感動的で英雄

的な演説をした話392 

・ 愛国的な歌、共産主義的な歌を犠牲者が歌うのを防ぐために彼らの口にセ

メントを詰め込んだ話393 
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